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令和７年度　決算審査特別委員会会議録（第２号） 

 

令和７年10月30日（木曜日） 

安 平 町 議 会 議 場 

 

１　付託事件 

 

２　出席委員（８名） 

 

３　委員外出席議員 

 

 

 

 

 № 件　　　　　　　　名

 
１

令和７年第６回安平町議会定例会　認定第１号 

令和６年度安平町一般会計歳入歳出決算の認定について

 
２

令和７年第６回安平町議会定例会　認定第２号 

令和６年度安平町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

 
３

令和７年第６回安平町議会定例会　認定第３号 

令和６年度安平町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について

 
４

令和７年第６回安平町議会定例会　認定第４号 

令和６年度安平町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

 
５

令和７年第６回安平町議会定例会　認定第５号 

令和６年度安平町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

 
６

令和７年第６回安平町議会定例会　認定第６号 

　令和６年度安平町水道事業会計決算の認定について

 
職　　名 氏　　　　名

 
議 長 多　田　政　拓

 
職　　名 氏　　　　名 職　　名 氏　　　　名

 
委 員 長 鳥　越　真由美 委 員 箱　崎　英　輔

 
副委員長 米　川　恵美子 委 員 内　藤　圭　子

 
委 員 工　藤　秀　一 委 員 高　山　正　人

 
委 員 三　浦　恵美子 委 員 梅　森　敬　仁
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５　説明のため出席した者の職氏名 

　（１）町長事務部局 

 

　（２）教育委員会事務部局 

 

　（３）監査委員 

 

６　議会事務局出席者 

 

 
 

 
職　　名 氏　　　　名 職　　名 氏　　　　名

 町 　 長 及　川　秀一郎 副 町 長 田　中　一　省

 総 務 担 当 課 長 岡　　　康　弘 情 報 担 当 課 長 池　田　恵　司

 企画財政担当課長 木　林　一　雄 まちづくり担当課長 山　口　　　崇

 税務戸籍担当課長 奥　田　浩　司 生活環境担当課長 佐々木　智　紀

 土木公園担当課長 塩　谷　慎　嗣 施 設 担 当 課 長 伊　藤　富美雄

 国保介護担当課長 阿　部　充　幸 健康福祉担当課長 小板橋　憲　仁

 水 道 担 当 課 長 佐々木　貴　之 下水道担当課長 谷　村　英　俊

 産業振興担当課長 森　池　和　哉 総 合 支 所 長 村　上　純　一

 会 計 担 当 課 長 下　出　佳　史 農業委員会事務局長 島　田　英　二

 
職　　名 氏　　　　名 職　　名 氏　　　　名

 
教 育 長 井　内　　　聖 社会教育担当次長 渡　邊　匡　人　

 
学校教育担当次長 佐々木　英　生 　

 
職　　名 氏　　　　名 職　　名 氏　　　　名

 
代 表 監 査 委 員 小　川　誠　一 監 査 委 員 小笠原　直　治

 
職　　名 氏　　　　名 職　　名 氏　　　　名

 
事 務 局 長 石　塚　一　哉 主　　幹 鈴　木　慎　二
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会　議　の　顛　末 
 

 

　　　◎　委員長あいさつ 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　皆さん、おはようございます。あびらチャンネルを

ご覧の皆様も、おはようございます。決算審査特別委員会の委員長に選任さ

れました鳥越です。特別委員会の開会にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

令和７年９月定例議会において設置されました本特別委員会の委員長とし

て、私が大任をお引き受けすることとなり、責任の重さに身の引き締まる思

いです。大変不慣れであり皆様にご迷惑をおかけすることが多々あろうかと

思いますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

さて、本委員会で審議します令和６年度の決算審査については議会で議決

された令和６年度の予算が適正に執行されたか否かを審査するとともに、予

算を執行した結果、どのような成果を上げることができたかを示す行政効果

を確認し評価するという重要な役割を担っています。つきましては、町長は

じめ職員の皆様には審査期間全般を通じて実のある審査ができますよう何卒

ご協力のほどよろしくお願い申し上げ、開会のご挨拶とさせていただきます。 

会議に入ります前にご報告致します。委員外となりますが、多田議長が葬

儀参列のため午後３時から欠席するとの申し出がありましたのでご報告しま

す。 

 

 

〔開会・開議　午前10時00分〕 

 

　　　◎　開会・開議宣告 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　それでは只今より決算審査特別委員会を開会します。

只今の出席委員は８名です。定足数に達していますので、直ちに委員会を開

きます。 

本委員会は令和７年第６回定例会において付託された認定第１号 令和６

年度安平町一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第６号 令和６年

度安平町水道事業会計決算の認定についてまでの６件を審査します。 

 

 

　　　◎　説明員の出席要求の報告 
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〇委員長（鳥越真由美君）　はじめに本委員会の説明員につきましては、委員会

条例第18条の規定により、町長、副町長、教育長、代表監査委員及び監査委

員、各担当課長及び担当次長及び局長の出席を求めておりますので、ご報告

致します。 

 

 

◎　会議録署名委員の指名 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　次に会議録署名委員の指名についてお諮り致します。 
本特別委員会の会議録は後日公開の用に供するものでありますので、会議

録署名委員を会議規則第123条の規定を準用し、委員長において指名したい

と思いますが、これにご異議はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　異議なしと認め、委員長において指名いたします。 
本特別委員会の会議録署名委員に、 

 

１番　工　藤　秀　一　委員 

７番　三　浦　恵美子　委員　を指名致します。 

 

 

 

◎　審査日程の決定 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　次に、本特別委員会の審査日程については本日10月

30日木曜日と31日金曜日の２日間に決定しておりますので、ご承知おき願い

ます。 
 

 

 

　　　◎　審査の方法 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　次に付託事件の審議の方法等についてお諮り致しま

す。審査の方法は一般会計及び３事業特別会計、水道事業会計、下水道事業

会計ともに内容説明を受けたのち歳出から審査を行い、歳出が終わり次第歳
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入の審査を行う事にしたいと思います。 

質疑の方法は、一般会計の歳出については議会費のように少ない事業費目

は款ごとに、総務費など事業費目の多い款はそれぞれページごとに質疑を行

うこととし、歳入についてはページごとに質疑を行うことにいたしたいと思

います。なお、実質収支に関する調書、財産に関する調書及び基金の運用状

況に関する調書等の質疑については、関連するページ若しくは総括的質疑に

おいて行っていただきますようお願いします。 

特別会計については、いずれの会計もページごとの質疑とし、各会計とも

最後に総括的な質疑を受け、討論のあと認定すべきものか否かを採決したい

と思います。これにご異議ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　異議なしと認め、そのように進めさせていただきま

す。 
決算審査の質疑に当たっては、令和６年度の決算審査でありますので、そ

の範囲を超えないよう分かりやすく簡潔に質疑を行なうようお願いします。

理事者側の答弁もそのようにお願いします。 
なお、質疑の回数は議会基本条例第７条の規定により原則１人１問に対し

３回までとなっておりますので、ご理解の程お願い致します。また、質疑に

おいて配布された各決算資料の記載項目を含めてご質問される時は、その資

料名とページ数を明らかにして質問されますようご協力お願いします。 
 

 

　　　◎　令和７年第６回安平町議会定例会　認定第１号 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　それでは、本委員会に付託された認定第１号 令和

６年度安平町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題と致します。 

　　　説明を求めます。 

 

〔田中副町長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　副町長。 

〇副町長（田中一省君）　改めまして、おはようございます。それでは令和６年

度安平町一般会計歳入歳出決算の概要について説明いたします。 

１ページをお開きください。歳入合計99億9521万4399円、歳出合計98億７

万8107円、歳入歳出差引残額１億9513万6292円となり、明許繰越額及び事故

繰越額の財源を差し引いた１億3651万9292円が決算剰余金となります。また、
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地方財政法第７条第１項の規定に基づき、決算剰余金のうち２分の１を下回

らない額である6900万円を財政調整基金に積み立てるため、翌年度繰越額は

歳入歳出差引残額から基金繰入額を差し引いた１億2613万6292円となり、内

訳は一般繰越額が6751万9292円、明許繰越額が5861万7000円となります。歳

入から説明しますので４ページをお開きください。 

歳入合計欄をご覧ください。予算現額100億3391万3700円に対して収入済額

が99億9521万4399円、不納欠損額415万6563円、収入未済額１億617万3846円、

予算額と決算額の対比は99.6％でございます。また、不納欠損額の内訳は町

税の町民税で51万7553円、固定資産税で336万6310円、軽自動車税で27万2700

円でございます。 

次に事項別明細書８ページをお開きください。歳入１款町税は決算額23億

6106万9217円、予算額に対する割合は100.4％で前年度比２億7330万2116円の

増額となっています。主な要因としては、町民税の課税額の増額等によるも

のです。なお、各税目の現年課税分、滞納繰越分の収納状況及び収入未済額

は記載のとおりです。 

９ページ下段の２款地方譲与税は、決算額の予算額に対する割合は100.0％

で、前年度比で319万4000円の増額となっています。 

10ページ中段の３款利子割交付金は、決算額の予算額に対する割合は

100.0％で、前年度比で22万2000円の増額となっています。 

４款配当割交付金は、決算額の予算額に対する割合は100.0％で、前年度比

で224万円の増額。 

５款株式譲渡所得割交付金は、決算額の予算額に対する割合は100.0％で、

前年度比で548万4000円の増額となっています。 

11ページ、６款法人事業税交付金は、決算額の予算額に対する割合は

100.0％で、前年度比で170万円の増額。 

７款地方消費税交付金は、決算額の予算額に対する割合は103.6％で、前年

度比で507万7000円の増額。 

８款ゴルフ場利用税交付金は、決算額の予算額に対する割合は100.0％で、

前年度比で68万5636円の増額となっています。 

９款環境性能割交付金は、決算額の予算額に対する割合は100.0％で、前年

度比で３万5958円の減額となっています。 

12ページ、10款国有提供施設所在市町村交付金は、決算額の予算額に対す

る割合は100.0％で、前年度比で144万円の減額となっています。 

11款地方特例交付金は、決算額の予算額に対する割合は100.0％で、前年度

比で3036万5000円の増額となっており、主な要因としては定額減税減収補填

特例交付金の2983万3000円によるものです。 

13ページにまたがる12款地方交付税は、決算額の予算額に対する割合は

100.0％で、普通交付税は前年度比で１億9298万7000円の増額。特別交付税は

1542万2000円の増額となっています。主な要因としては普通交付税につきま
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しては、基準財政需要額では給与改定費の追加算定など、基準財政収入額で

は町民税所得割の減額などにより交付税は増額となりました。また、特別交

付税につきましては、対象事業経費の増などにより増額となりました。 

13款交通安全対策特別交付金は、決算額の予算額に対する割合は100.0％

で、前年度比で９万8000円の減額となっています。 

14款分担金及び負担金は決算額724万5029円、予算額に対する割合は96.6％

で、前年度比49.7％の減、716万2640円の減額となっています。主な要因とし

ては３目農林水産業費負担金で農地耕作条件改善事業負担金が1018万2000円

の減額となっています。 

14ページ、15款使用料及び手数料は決算額２億670万6904円、予算額に対す

る割合は102.0％で、前年度比は5.4％の増、1060万1900円の増額となってい

ます。主な要因としては２目１節社会福祉使用料１列目、ぬくもりセンター

使用料で前年度は休業期間の影響などにより減額となりましたが、本年度は

1104万8909円の増額となっています。その他は備考欄に記載のとおりです。 

18ページ下段の16款国庫支出金は、決算額12億2933万2714円、予算額に対

する割合は98.5％で、前年度比は27.9％の増、２億6820万547円の増額となっ

ています。主な要因としては町民センター改修事業の国庫補助金によるもの

です。19ページ、２項１目総務費国庫補助金では、新型コロナウイルス感染

症対応地方創生臨時交付金の終了などにより2860万3663円の減額。21ページ、

５目２節社会教育施設費補助金は、町民センター改修事業に交付されたもの

で、前年度に比べ４億235万円の増額。その他の内訳は備考欄に記載のとおり

です。 

22ページ、17款道支出金は決算額６億3235万2800円、予算額に対する割合

は100.0％で、前年度比は26.3％の増、１億3169万5822円の増額となっていま

す。主な要因としては地域づくり総合交付金の増額などによるものです。26

ページ、２項４目３節地域づくり総合交付金は、加工用馬鈴薯集出荷施設建

設事業費の補助金などに交付されたもので、8851万7498円の増額となってい

ます。その他の内訳は備考欄に記載のとおりです。 

27ページ下段の18款財産収入は、決算額6019万8389円、予算額に対する割

合は105.5％で、前年度比は28.2％の増、1324万5406円の増額となっています。

主な要因としては、町有地売払収入が増額になったためで、その他の内訳は

備考欄に記載のとおりです。 

29ページ中段の19款寄付金は、決算額６億4336万4012円、予算額に対する

割合は100.1％で、前年度比は19.7％の増、１億599万7902円の増額となって

います。主な要因としては災害支援金等の事業充当額の増額などによるもの

で、内訳は備考欄に記載のとおりです。 

30ページ、20款繰入金は、決算額４億349万6796円、予算額に対する割合は

93.1％で、前年度比は13.3％の減、6210万4008円の減額となっています。主

な要因としては１項１目財政調整基金繰入金は歳入不足による財源調整で１
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億5130万1000円の減額。３目まちづくり基金繰入金は充当事業の増により

8508万6454円の増額となっています。その他の内訳は備考欄に記載のとおり

です。 

31ページ中段下の21款繰越金は、決算額１億3131万6625円で、内訳はそれ

ぞれ備考欄に記載のとおりです。 

32ページ、22款諸収入は、決算額１億9304万7125円、予算額に対する割合

は112.0％で、前年度比は31.4％の減、8838万5330円の減額で、主な要因とし

ては35ページ、４項６目７節雑入の雑入で建物災害共済見舞金などの収入の

減額によるもので、内訳はそれぞれ備考欄に記載のとおりです。 

36ページにまたがる23款町債は、決算額７億8695万9000円、予算額に対す

る割合は95.7％で、前年度比は180.9％の増、５億680万5000円の増額となっ

ています。１項１目臨時財政対策債は、普通交付税の算定において発行可能

額が決められるもので、５年後に全額交付税措置されることから発行可能額

までの借入を行い一般財源としています。２目総務債１節総務債の合併特例

債は、町民センター改修事業の借入れ増により、前年度に比べ５億4480万円

の増額となっています。その他の内訳は備考欄に記載のとおりです。 

引き続き、歳出の説明をいたしますので６ページの歳出合計欄をご覧くだ　

さい。予算現額100億3391万3700円に対し支出済額98億7万8107円、翌年度繰

越額１億1465万8000円、不用額は１億1917万7593円となっており、執行率は

97.7％です。主な事業について説明いたします。 

38ページをお開きください。１款議会費は決算額5625万6873円、執行率は

98.6％で内容は備考欄に記載のとおりです。 

39ページ下段の２款総務費は決算額13億951万8440円、執行率は97.5％で

す。40ページにまたがる１項１目一般管理費は、各種委員経費、雇用対策事

業、庁舎事務機器経費、ふるさと納税システム運用経費などの執行で、１節

上から３列目、顧問弁護士（繰越明許費）は、令和５年度の「修繕代金返還

請求控訴事件」において札幌高等裁判所での判決が令和６年５月21日に出さ

れることとなり弁護士報酬が令和６年度の支出となったため、令和６年６月

議会、報告第２号にて繰越明許費としたもので、その他の内訳は備考欄に記

載のとおりです。43ページ、２目電子計算費は総合行政ネットワークシステ

ムや防災行政情報告知ネットワーク構築事業経費などの執行。10節上から５

列目、修繕料（事故繰越）は北海道電力柱における電力設備の切り替え工事

が間に合わないため事故繰越としたもの。44ページ、12節上から３列目、戸

籍情報システム戸籍法一部改正対応改修業務委託料（繰越明許費）は戸籍シ

ステムの戸籍附票への振り仮名記載をするためのシステム改修事業、46ペー

ジ、18節上から４列目、システム改修費負担金（繰越明許費）は住民票への

氏名の振り仮名記載をするためのシステム改修事業で、いずれも年度内に事

業の完了が見込めないことから繰越明許費により実施したもので、その他の

内訳は備考欄に記載のとおりです。３目出納管理費は収入整理票などの印刷
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製本費を含む出納事務経費。47ページ、４目財政管理費は財政事務及び契約

事務経費の執行で、48ページにまたがる５目職員厚生管理費は職員の健康管

理経費や福利厚生経費です。６目文書広報費は広報等に係る経費、７目財産

管理費は町有施設管理経費や公用車管理経費、庁舎管理経費、福祉バス運行

経費などで、公共施設解体工事の執行などにより、前年度に比べ全体で１億

952万6431円の増額となっています。また、50ページ、12節上から９列目、土

地分筆業務委託料（繰越明許費）は早来大町仮設校舎跡地の土地分筆事業で、

年度内完了が困難なため繰越事業として実施したもの。51ページ、17節上か

ら２列目、庁舎管理備品（事故繰越）はコードレス多機能電話機購入事業で、

能登半島地震の影響により製造部品等の調達に遅延が生じ納入期限に間に合

わないことから年度内の履行が困難となり事故繰越としたもので、その他の

内訳は備考欄に記載のとおりです。52ページ下段の８目自治会館施設費は自

治会・町内会への自治会館管理業務委託料の執行で、53ページにまたがる９

目地方振興費は防犯灯の電気料や防犯対策経費、地方バス路線維持経費など

の執行です。10目企画費は広域行政事務事業経費やデマンド交通運行経費な

どの執行で、内訳は備考欄に記載のとおりです。55ページ下段の11目まちづ

くり推進費は花いっぱい運動等のコミュニティ運動経費や自治会・町内会等

交付金、定住促進事業などの執行で、59ページ中段の12目交通安全対策費は

交通安全指導員に係る報酬や交通安全協会・交通安全推進委員会への補助金

などの執行で、内訳は備考欄に記載のとおりです。60ページ、13目核兵器廃

絶平和宣言費は広島平和記念式典への参加経費で、14目公平委員会費は胆振

管内公平委員会負担金の執行。15目財政調整基金費の24節は財政調整基金に

４万3215円、減債基金に2626万6000円、まちづくり基金に8412万5511円、産

業づくり基金に3718万2947円、ひとづくり基金に1994万4815円をそれぞれ積

み立てしております。61ページ、16目諸費は事業所への過年度分の法人税に

おいて更正の請求があり還付金など、前年度に比べ全体で１億2569万6409円

の増額となっており、17目国民保護対策費は備考欄に記載のとおりです。２

項１目税務総務費及び62ページにまたがる２目賦課徴収費３項１目戸籍住民

基本台帳費につきましても備考欄に記載のとおりです。63ページ、４項１目

選挙管理委員費は選挙管理委員会経費などの支出で、64ページにまたがる２

目衆議院議員選挙費、それぞれの内訳は備考欄に記載のとおりです。65ペー

ジ、５項１目統計調査総務費は統計調査に係る事務経費及び町史編さん経費、

66ページにまたがる２目各種統計調査費は指定統計調査事務経費の執行で、

内訳は備考欄に記載のとおりで、６項１目監査委員費は、監査委員に係る人

件費と事務費などの執行です。 

３款民生費は決算額15億9966万270円、執行率は98.6％です。67ページ、１

項１目社会福祉総務費は、社会福祉協議会補助金や福祉団体等補助金、国民

健康保険事業特別会計繰出金、国の各種給付金などの執行で、前年度に比べ、

全体で4039万8452円の減額となっており、10節上から２列目、消耗品費（繰
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越明許費）及び11節上から２列目通信運搬費（繰越明許費）、68ページ、上

から２列目手数料（繰越明許費）18節上から９列目低所得者世帯臨時特別給

付金（繰越明許費）は、令和５年度に給付を受けていない世帯で令和６年度

において新たに給付対象となる均等割のみ課税世帯給付金支給事業及び低所

得者の子育て世帯加算給付金支援事業で、予算を繰り越して実施したもので、

その他の内訳は備考欄に記載のとおりです。69ページ、２目国民年金事務費

及び３目民生委員費は備考欄に記載のとおりです。70ページにまたがる４目

社会福祉施設費は憩の家や創作研修館・かしわ館・ふれあい交流館みなくる

などの施設管理経費の執行で、71ページにまたがる５目ぬくもりセンター施

設費は備考欄に記載のとおりです。６目ひとり親家庭等医療費から72ページ、

８目重度心身しょうがい者医療費までは、それぞれ医療費助成経費と事務経

費の執行で、内訳は備考欄に記載のとおりです。73ページにまたがる９目高

齢者福祉費は高齢者団体等補助金・緊急通報システム経費・長寿祝金・福祉

灯油助成金の支給や北海道後期高齢者医療広域連合負担金・後期高齢者医療

特別会計繰出金などの執行で、74ページにまたがる10目高齢者福祉施設費は、

はーと苑・ぽっぽ苑の管理運営経費及びしののめ交流館の管理経費の執行で

す。75ページ、11目介護支援費は在宅介護支援センター運営経費や介護保険

事業特別会計繰出金などの執行で、その他の内訳は備考欄に記載のとおりで

す。76ページ下段の12目しょうがい者福祉費は、しょうがい者自立支援事業

経費やしょうがい者等交通費助成などの執行で、内訳は備考欄に記載のとお

りです。78ページ、２項１目児童福祉総務費は子ども・子育て会議運営経費

などの執行で、２目保育所運営費は他市町村への広域入所経費。79ページに

またがる３目子育て支援費は児童館や子育て支援センターの運営経費などの

執行です。80ページにまたがる４目認定こども園等運営経費は、はやきた子

ども園及びおいわけ子ども園に係る経費の執行で、81ページ、５目児童手当

費は児童手当の支給に係る経費の執行です。 

４款衛生費。決算額５億6265万6331円、執行率は97.3％です。83ページに

またがる１項１目地域保健費は救急医療体制や地域保健推進に係る経費の執

行で、85ページにまたがる２目予防費は健康診査や健康教育・新型コロナウ

イルスワクチン接種対策事業など予防接種に係る経費の執行です。86ページ

にまたがる３目母子保健費は妊婦健診や乳幼児健康診査・特定不妊治療費助

成等の経費の執行で、内訳は備考欄に記載のとおりです。88ページにまたが

る４目霊場費は斎場・墓地の管理経費の執行で、90ページにまたがる５目環

境衛生費は、ごみ収集に係る環境美化事業・狂犬病予防接種・合併処理浄化

槽設置整備補助金などの執行で、内訳は備考欄に記載のとおりです。91ペー

ジ、６目公害対策費は環境マスター13人に係る経費と放流水や臭気等の検査

経費等の執行で、92ページにまたがる７目保健センター管理費は備考欄に記

載のとおりです。２項１目衛生組合費及び２目し尿組合費は、それぞれ一部

事務組合負担金の執行で、３項１目水道費は水道事業会計補助金の執行です。 
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５款労働費は決算額1174万5373円、執行率は99.4％です。93ページにまた

がる１項１目労働諸費は、労働団体等補助金や労働福利厚生資金貸付金の執

行で、２目労働会館施設費は備考欄に記載のとおりです。 

６款農林水産業費は決算額４億4525万4552円、執行率は99.2％です。１項

１目農業委員会費から95ページ２目農業総務費までの内訳は備考欄に記載の

とおりです。96ページにまたがる３目農業施設管理経費は農産物加工研究セ

ンターやあびら交流センターなどの管理経費の執行で、97ページにまたがる

４目農業振興費は農業振興資金貸付事業・農業振興基金積立金・農業制度資

金関係利子助成や生産振興対策事業経費などの執行で、加工用馬鈴薯集出荷

施設建設事業補助金の支出などにより前年度に比べ全体で9751万2225円の増

額となっています。また、97ページ18節一番下から２番目、担い手確保・経

営強化支援事業費助成金（繰越明許費）は国の補正による事業で、農作業機

械導入要望において配分割当となったものですが、年度内の納期が困難なこ

とから繰越明許費により令和６年度に実施するもので、その他の内訳は備考

欄に記載のとおりです。98ページ、５目畜産業費は畜産関係団体等補助金な

どの執行で、99ページ、６目土地改良事業費は農業基盤整備事業や多面的機

能支払交付金などの執行です。100ページ、７目安平川地区国営土地改良事業

費は安平川地区施設管理経費の執行で、101ページ、８目就農促進対策費は就

農促進事業や農業次世代人材投資事業の執行で、102ページにまたがる９目ダ

ム管理費は瑞穂ダム管理経費の執行です。103ページにまたがる２項１目林業

総務費は備考欄に記載のとおりで、２目林業振興費は、林業振興事業経費や

町有林管理経費などの執行で、内訳は備考欄に記載のとおりです。 

104ページ中段の７款商工費は決算額２億4059万6356円、執行率は98.8％で

す。１項１目商工業振興費は企業誘致推進事業や中小企業融資事業・安平町

消費拡大地域活性化事業補助金などの執行で、内訳は備考欄に記載のとおり

です。108ページ、２目観光費は道の駅運営事業経費や観光協会補助金、物産

館の維持管理などに係る経費の執行で、その他の内訳は備考欄に記載のとお

りです。111ページ中段の３目道央新事業創出促進事業費は道央産業振興財団

派遣嘱託職員人件費負担金の執行です。 

８款土木費は決算額10億120万7984円、執行率は99.5％です。１項１目土木

総務費は備考欄に記載のとおりで、112ページ中段の２項１目道路橋りょう総

務費は道路台帳整備や除雪車等の管理経費などで、内訳は備考欄に記載のと

おりです。113ページ、２目道路維持費は道路施設維持管理経費や除雪対策経

費、町道維持補修経費の執行で、114ページ、３目道路新設改良費は町道整備

に係る経費の執行です。４目橋りょう維持費は橋梁維持補修経費や道路橋点

検業務の執行で、115ページ、３項１目河川維持費は備考欄に記載のとおりで

す。４項１目都市計画総務費は備考欄に記載のとおりで、116ページ、２目公

園費は鹿公園管理経費やときわキャンプ場管理経費、町内公園管理経費の執

行で、ときわキャンプ場整備工事費の減などにより、前年度に比べ全体で8622
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万3082円の減額となっています。内訳は備考欄に記載のとおりです。118ペー

ジ、３目緑化推進費及び４目地籍調査費は備考欄に記載のとおりで、５目公

共下水道費は下水道事業会計補助金の執行で、会計運用に係る補助金などの

増により前年度に比べ全体で5717万4000円の増額となっています。119ペー

ジ、５項１目住宅管理費は公営住宅の維持管理経費や住宅リフォーム助成金

の執行です。120ページ中段の２目住宅建設費は公営住宅整備事業費で、遠浅

駅前公営住宅改修工事の執行等により前年度に比べ全体で1456万7572円の増

額となっており、その他の内訳は備考欄に記載のとおりです。 

121ページ、９款消防費は決算額３億6315万9857円、執行率は100.0％です。

１項１目消防組合費は胆振東部消防組合負担金の執行で、消防本部建設及び

指令統合の負担金増並びに人事院勧告による人件費の増などにより前年度比

べ全体で3785万1000円の増額となっています。２目災害対策費は防災対策経

費などの執行です。 

122ページ中段の10款教育費は決算額21億6694万1698円、執行率は93.7％で

す。教育費全体では町民センター改修事業の建設工事の執行などにより、前

年度に比べ全体で11億2455万9835円の増額となっています。１項１目教育委

員会費及び123ページ２目事務局費は備考欄に記載のとおりです。124ページ、

３目義務教育振興費は学校施設管理経費や教育団体等補助金、就学援助経費

などの執行で、早来学園グラウンド整備工事及び早来小学校解体工事の終了

などにより前年度に比べ全体で１億1179万971円の減額となっています。125

ページ上から３列目、追分小学校空調設備設置工事（繰越明許費）は各教室

にエアコンを設置するもので、繰越明許費により令和６年度に実施。その他

の内訳は備考欄に記載のとおりです。126ページ、４目教育振興費は子ども達

と外国人の交流活動や教職員の健康診断・教育魅力化推進事業・道立追分高

等学校支援事業経費などの執行で、義務教育振興費からの予算組み替えや地

域おこし協力隊活用事業の増額などにより前年度に比べ全体で8175万9235円

の増額となっており、その他の内訳は備考欄に記載のとおりです。130ページ、

５目教員住宅管理費は備考欄に記載のとおりで、６目スクールバス管理費は

学校のスクールバス運行管理経費の執行です。131ページ、２項１目学校管理

費は追分小学校の管理経費などの執行です。132ページ中段の２目教育振興費

は追分小学校の消耗品や教材教具・図書購入費などの執行で、内訳は備考欄

に記載のとおり。133ページにまたがる３項１目学校管理費は追分中学校の管

理経費などの執行で、２目教育振興費は追分中学校の消耗品や教材教具・図

書購入費などの執行で、内訳は備考欄に記載のとおりです。134ページにまた

がる４項１目学校管理費は早来学園の管理経費などの執行で、135ページ、２

目教育振興費は早来学園の消耗品や教材教具・図書購入費などの執行で、内

訳は備考欄に記載のとおりです。136ページにまたがる５項１目社会教育総務

費は社会教育委員経費や成人式開催経費、社会教育関係団体等への補助金な

どの執行で、内訳は備考欄に記載のとおりです。137ページ下段の２目文化財
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保護施設費は郷土資料館や鉄道資料館に係る経費などの執行で、138ページ、

３目公民館費は各公民館の管理運営経費や公民館図書購入費などの執行で、

町民センターの建設主体工事及び機械設備工事・電気設備工事の執行で、前

年度に比べ全体で11億6847万1991円の増額となっており、その他の内訳は備

考欄に記載のとおりです。142ページにまたがる６項１目保健体育総務費は備

考欄に記載のとおりで、２目生涯スポーツ振興事業費は健康寿命延伸事業に

係る経費などの執行で、143ページにまたがる３目体育施設費は合宿所等の体

育施設管理経費の執行で、144ページ、４目学校給食費は学校給食センター管

理運営経費の執行で、内訳は備考欄に記載のとおりです。146ページ下段の５

目スキー場管理費は安平山スキー場に係る運営経費の執行で、148ページ中段

の６目町民プール管理費は備考欄に記載のとおりです。149ページにまたがる

７目スポーツセンター管理費は多目的スポーツセンターやせいこドームの維

持管理経費の執行で、その他の内訳は備考欄に記載のとおりです。150ページ

にまたがる８目野球場管理費は備考欄に記載のとおりです。 

11款公債費は決算額９億4905万3426円、執行率は100.0％で、１項１目元金

及び２目利子は備考欄に記載のとおりです。 

151ページにまたがる12款給与費は決算額10億8552万7577円、執行率は

99.8％で、特別職・一般職及び再任用職員の人件費の執行です。 

152ページ中段の13款予備費は288万4000円を充用しており、金額の大きな

ものでは総務費財政調整基金費のまちづくり基金積立金に64万9000円を充用

しております。 

14款災害復旧費は決算額849万9370円、執行率は100.0％です。１項１目道

路橋りょう災害復旧費及び２目河川災害復旧費は、昨年の８月27日・31日の

大雨による被害個所の復旧に係る経費の執行です。 

以上で歳入歳出の説明を終わりますが、令和６年度歳入歳出決算資料及　

び主要施策成果等説明資料、予算流用及び予備費充当に係る説明資料をお配

りしておりますので、ご参考としていただきたいと思います。 

以上、ご審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　説明が終わりましたので、これから歳出の質疑を行

います。決算書38ページをお開きください。38、39ページの１款議会費につ

いて質疑をお受けします。質疑はありませんか。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　39ページの交際費のところ。議長の支出ですが、非常に

予定額よりも低い段階での決算の金額になっているかと思うのですが、議長

も非常に多くのところに出られていろんな支出がされているかと思うので
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すが、その辺についての内訳がもしありましたらご説明いただければと思い

ます。 

 

〔石塚議会事務局長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　事務局長。 

○議会事務局長（石塚一哉君）　それでは只今のご質問にお答えします。まず議

会の議長交際費の支出については、支出基準及び公表に関する要綱に基づき

支出をさせていただいています。その区分としては祝儀・会費・弔意・見舞・

渉外・その他の６項目に分けての支出となっています。これらの支出につい

ては今内訳の細かな金額は用意していませんでしたが、発行しているあびら

議会だより、また町のホームページなどで詳細は記載させていただいていま

す。答弁としてはこのような形でよろしいですか。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　よろしいですか。 

○10番（高山正人君）　はい。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　それでは他に質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ次に進みます。 

２款、総務費についてページごとに質疑をお受けします。まず39ページ下

段から40、41ページについて質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ42、43ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦議員。 

○７番（三浦恵美子君）　41ページの上段にあります、ふるさと納税システム運

用業務委託料。こちら増額要因、内訳などお知らせください。 

 

〔村上総合支所長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総合支所長。 

○総合支所長（村上純一君）　ふるさと納税の委託料の関係ですね。増額とおっ
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しゃいましたが減額していますね。その減額の要因ですが、こちら寄付金、

収入に連動する歳出になっていまして、令和５年度に比べて歳入の寄付金の

方も５億円を下回って4億8000万程度となりまして、それに伴ってシステム

委託料とかの歳出についても減額となったものです。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　ふるさと納税を増やそうということでサイトなども増

やしてきたかと思うのですが。今後、納税額が目減りしていくようだったら

このサイト数とか掛ける経費なども圧縮になっていくと思うのですが、その

辺の今後についてどのようにお考えですか。 

 

〔村上総合支所長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総合支所長。 

○総合支所長（村上純一君）　先ほどの説明、ちょっと言葉足らずだったのです

が。支出が減っているのは歳入が減ったからだということだったのですが、

歳入が減った要因もお話しておきたいのですが。令和５年の10月から募集費

用は寄付総額の５割以下に抑えなさいという総務省のルールがあるのです

が、それが令和５年10月から厳しくなりまして募集費用の項目が２つ、３つ

増えています。それに伴って募集費用も膨らんだものですから、収入を上げ

るというか増やすためには割合をきちんと５割以下にするためには、返礼品

に対する寄付額を上げていかなければならなくなりました。ですので今まで

１万円だった返礼品に対する寄付額が1万2000円だったら1万3000円という

ように、言い方は変かもしれませんが割高になった印象になっています。そ

ういったことが影響して令和５年の10月から寄付は減ってきています。た

だ、令和５年に関して半年は影響を受けていませんでしたが、半年は影響を

受けています。令和６年度に関しては１年間丸々影響を受けたということで

令和５年度より減ったということになっています。令和７年度についてもず

っとその影響はあるのですが、またルールがいろいろ変わってきています。

寄付の受付サイトを増やしていくというのは、一つ寄付を増やしていくにあ

たっての大きな手立てにはなるとは思うのですが、ただそれが効果的なサイ

トかどうかは見極めが必要だと思っています。そこら辺は状況を見ながら効

果的なサイトに関してはこれからも増やしていく考えにはあります。 

あとは魅力のある返礼品の開発、登録といったものがまずは重要であると

認識しています。 

 

〔三浦委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　現在の登録サイト数と今後の見解について最後、具体

的にお願いします。 

 

〔村上総合支所長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総合支所長。 

○総合支所長（村上純一君）　現在の受付サイトですが、大きなところでさとふ

るとか楽天、ふるなびといったところは変わらずに、令和５年度から新たに

ＬＩＮＥヤフー、ＫＡＢＵ＆ふるさと納税、Ａｍａｚｏｎふるさと納税とい

う３つを増やして現在14種類の受付サイトとなっています。今後についても

効果的なものがあれば、そこは取り組んでいきたいと考えています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　よろしいですか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　その下の職員採用試験業務委託料について伺います。非

常に職員を募集するのに毎年苦労されているということで、いろいろな方法

でチラシ等宣伝をしながら募集をかけているということで、これ全国的に募

集をかけているように資料には載っていらっしゃるので、ちょっとお尋ねし

たいのですが。いろいろやって募集をかけている人数は二十数名と書かれて

あるのですが、実際に試験を受ける方の人数がどれぐらいなのか。それで今、

採用されている人数が５名・６名・４名という形で表記されているのですが、

この途中実際に試験を受けていただいている方は募集と違って実際試験を

受けるのはどんなものかなという。全く全部一緒に数字が合うとも限らない

し、また、その中身についてお伺いすることと。 

キャッチフレーズって何なのかなって。皆さんどこの町も同じように苦労

しているからいろんなことをやっていらっしゃると思うのですが、うちがや

っているキャッチフレーズは一体何なのかを教えてください。 

 

〔岡総務担当課長挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　総務担当課長。 

○総務担当課長（岡康弘君）　私の手元に応募されている人数が昨年でいけば、

令和６年で25名という応募に至っていますが、そこに試験自体を辞退された

方が入っていたかどうか定かではないので、後ほどもう一度資料として答弁

させていただきたいと思います。 

ただ、いずれにしても当町の募集・告知、これを外部委託している部分に

ついては毎年ご質問いただいていますが、今は各自治体の募集が非常に厳し

くて、決算のご質問ではありますが今年は町村会の合同試験もなかなか人が

来ないということで追加の募集をすることになりました。それほど公務員の

就職市場は非常に厳しいところがあって、その中では安平町としてはかな

り、毎年20名近く、一時は30名応募があったということでかなり健闘してい

るところかなと自己評価しています。 

キャッチフレーズですが、毎年ポスターに掲げているキャッチフレーズと

いうか何か決まったキャッチフレーズで我々募集をかけているわけではな

くて、毎年子育てがしやすいといった今のうちの特性をポスターの方に掲示

しているのですが、統一したキャッチフレーズで、かけているものでは今の

ところないことをご答弁させていただきます。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　全国で募集して、採用されて、全国各地から来られてい

る職員がいらっしゃるというのも自分も承知しているところですが。地方か

ら来られる採用した方々のうちの町の職場としての環境はどうなのかなと

いうところは、成果としてこの町に来てよかったのか、なかなか難しいとい

うかはわからないですが。そういった評価は調査をされていらっしゃるのか

伺います。 

 

〔岡総務担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総務担当課長。 

○総務担当課長（岡康弘君）　入庁して１年経った段階で入庁した新人職員に対

してインタビューというか１年間どうだったかというお話をさせていただ

いて、確かに若者ですからいろいろなご不満はあるのかもしれませんが、結

果として他の自治体に比べて当町は恵まれているのは離職率がさほど多く

ない、今道庁とか札幌市も大量に雇われてすぐ辞めていかれるということに

比べれば辞めていく数は少なめに経過していますので。それが職場環境が良

いのか地理的に優位なのかは分析できていないですが、その分恵まれている

かなと。そういった後フォローも総務課でやっている現状です。 
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〔及川町長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　町長。 

○町長（及川秀一郎君）　今、職員募集のポスターをいろいろなところに貼って

いる。あれで最初の「アビラチョウエンジン」という地球儀みたいな飛行船

のあれをいろんなところに使いながらやっていますので。その中で言ってい

るキャッチフレーズというか、そこは「自分たちが町のエンジンだ。進め、

安平町。」というのは統一して入れさせていただいているので、言えばそこ

がキャッチフレーズになるのかなと思っています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　今の同じ場所で。新しく採用された方々で安平町内に

住んでいただいている方はどれぐらいいるのか伺います。 

 

〔岡総務担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総務担当課長。 

○総務担当課長（岡康弘君）　新しく入られた方でということでしょうか。基本

的に昨年４名の方が入庁されましたが、全て安平町に住んでいます。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他に質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ44、45ページ。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　44ページのスマホ教室の運営業務委託料についてですが。

これは成果がどれぐらいのものなのか私わからないものですから、人数等も

当然たくさん増えてきたんだろうなと思うのですが、実態的にどんなことを

教えていただいているのかを、効果も含めて教えていただければと思いま

す。 
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〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　スマホ教室等の運営業務委託料ということでし

て。まずこの内容ですが、大きく分けて２つあります。１つ目がこのタイト

ルのとおりスマホ教室で、内容がまず大人向けのスマホ教室、そして子ども

向けのスマホ教室、もう１つが高齢者向けのデジタル体験イベントの３つの

スマホ教室をやっています。令和６年度におけるそれぞれの内容ですが、ま

ず大人向けのスマホ教室、デジタル体験の内容は生成ＡＩの活用に関するＷ

ＥＢセミナーを開催しました。また、チラシを作るソフトがあるのですが、

それを実際に触りながらチラシを作ってみるという講座を実施しています。

参加者ですが、先ほどの生成ＡＩの方が13名参加されていまして、チラシ作

成の方が２日間日程でやったのですが合計で19名参加いただいています。 

次に子ども向けのデジタル体験イベントですが、これは小学生・中学生向

けのデジタル体験、デジタルスクールで実施していまして。内容については

コンピューターのプログラミングの講座とか、タブレットを使ってイラスト

を描くとか、最近ある３Ｄプリンター、プログラムを作って実際に物を作っ

てみるというようなものをやっていまして、昨年度については前期・後期と

いうことで分けて実施したのですが、６月28日から２月18日まで実施しまし

た。前期６月から８月末まで実施したのですが、ここには延べ127名のお子

さんが参加いただいた。後期については９月から２月で開催したのですが、

延べ77名参加いただいています。 

次に高齢者向けのデジタル体験イベントですが、これは主な内容としては

スマホとか最近のＩＴ、コンピューターに慣れていただくという内容として

実施をしていまして、これも昨年11月14日から毎月第２木曜日で開催をしま

して、こちらについては高齢者の方が述べ27名参加いただいています。 

その他に例えばオレンジカフェとか各種サロン教室の開催に合わせて来

ていただいている高齢者の方に体験をいただくことも実施していまして、こ

れが昨年度２月20日・25日・３月19日と３回開催したのですが、ここには延

べ40名の方が参加いただいたということとなっています。 

冒頭に申したこのスマホ教室。もう一つのものがリスキリングのプログラ

ムということで、スマートワーク産業育成事業となっているのですが、リス

キリング、ＩＴのスキルを改めて学習をしていただくものになっています

が、これが昨年度は短期のプログラム、半年の内容のものと長期のプログラ

ム、これが昨年度から３年間、６年度から８年度ですね。その３年間の長期

のプログラムを実施しています。短期のプログラムについては定員10名で開

催をしまして10名の方。応募はこれの倍ぐらいあったのですが、選考して10

名の方に受けたいただいたこととなっています。内容についてはオンライン
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による教材があるのですが、この教材を使いまして自宅で学習をしてもらっ

てＩＴのスキルを習得していただくものになっています。次に長期のプログ

ラムについては定員５名となっていまして、これも応募多数のため選考させ

ていただいて５名の方に引き続き昨年度から現在もやっているのですが、こ

れの内容については同じような学習方法なのですが、オンライン教材を使っ

て自宅学習を行うほか定例的に集まっていただいて対面でのワークショッ

プなどを実施しています。このＷＥＢデザイン、例えばホームページの作成

とか一歩進んだ専門的な内容で、３年間でこのスキルを習得していただい

て、例えばフリーランスとか起業していただくことを目指してやっているこ

ととなっていまして。 

スマホ教室等の運営業務については、只今申し上げたリスキリングの部分

と町内のお子さん・高齢者・大人の方に対するデジタル体験の２つで実施し

たところです。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　何とか少し理解ができました。要は金額的に1500万とい

う数字ですから、どれぐらい効果があったのかなということと。全部受けて

いる会社が違っていて、この流れがよくわからないというか。効果的にどれ

ぐらいあるのかな。金額的に高いということは、それだけの実績というか効

果が無ければ、国からのお金もあるのでできますよという話なのですが。小

学生とか大人とかいろんな方がやってくれるような事業であれば僕らもわ

かりやすいというか組み入りやすい部分があるのですが、この自分でプログ

ラムを作るという製作に至るまでの講習を行政側が募集してやっていくと

いうこの流れについては、どういう目的を持っているのかなと。ここで暮ら

してもらって、全部学んでＩＴの一歩前進して自活ができるといったところ

までこの事業をやるから効果があると考えるのか。その辺について、中身の

最終的な目的について伺います。 

 

〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　金額に対する効果だと思いますが、今回この決

算額で申しますと1500万ぐらいの内訳としては、先ほど説明した中のリスキ

リング事業の短期・長期が大部分を占めていまして、これの決算額が1384万

2000円となっています。 

この効果、我々が目指すところですが。まず短期については、例えば私た

ちが募集の対象と主にしたかったというのが、例えばお子さんが小さいお母
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さん方、例えば子どもが保育園に行っている、こども園に行っているとか低

学年。ちょっと働きたいけれども、そんなに長い時間は取れないという方を

対象にしたいと思っていまして。こういったＩＴスキル、自宅でちょっとし

た仕事ができる。２時間・３時間の空き時間があれば仕事を取ってきて家計

の足しにできるようなお仕事というのは、今町内だけでなく全国的に仕事は

ありますので、そういったスキルを身につけていただくことによって空いた

時間を活用して仕事をしていただく。もちろん、すでにこれ昨年度からやっ

ているものなので昨年度の短期の方は昨年３月で終わって卒業というか修了

した方たちにも、町からもこれお金発生はしていないですが、例えば今年で

言うと前期９月から、10月からまた第３期短期それぞれやっているのですが、

そのチラシを第１期生の方に作っていただいたり。今までだと我々職員が作

ったり印刷業者に委託したりというところを、その卒業生のスキルを活かし

て無料で作っていただいたりといった効果ですとか。あとはあびらチャンネ

ルの撮影・編集も空いた時間で入っていただくといった、スキルを活かして

動画の編集も実際に入られている方もいらっしゃいます。 

この1300万がすぐに効果が町にその分入ってくるかというところではあり

ませんが、これを続けることによって町内のデジタル人材を育成していく。

あと長期の方でいくと来年度までなのですが、内容についてもＷＥＢデザイ

ンと先ほど申しましたが、これはホームページの作成で、卒業された方に町

内の企業・会社等々、例えばホームページが無いところも多々あると思うの

ですが、そういった方たちが地元の企業のホームページを請け負うことにな

ればいいなと思っています。 

あとは、そういった方たちが例えば高齢者の方、スマホが苦手とか、パソ

コンの使い方がわからないですよという人の教える立場にもなっていけば、

全町的にこれからＤＸはさらに進んでいくと思いますので、そういったとこ

ろのケアもしてもらえたらいいなと進めています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他に質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　まず44ページのエリア放送番組制作業務委託料。こち

ら若干の増額なのですが、増額の要因とその成果について伺います。 

 

〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　増額の要因なのですが、若干増額をしておりま
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す。今年度の委託料は1144万6600円の決算で、昨年度も決算額は同額になっ

ていますので増額にはなっていないかなと思っています。 

成果ですが、６年度についてはあびらチャンネルの番組制作なのですが、

取材の団体でいきますと58団体に取材をして番組を制作しています。番組の

制作本数が52本制作していまして、内容的にはこれまで例えば町内で起こっ

た出来事が多かったかなと思うのですが、昨年度より例えばＮＰＯ法人に取

材をしてそこら辺の活動を番組としたり、町がやっている各種の取り組みを

特別番組と呼んでいますが、そういった番組の制作が主な成果となっている

かなと思います。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　取材される出来事や、その他そういうものの選定、行

く・行かないなどはどのように決定されているのかと。 

あとは視聴者である町民から、どのように声を受けているか。その２点お

願いします。 

 

〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　最初に、先ほど増額と言ったところで私同額と

言ったのですが、これ後ほど確認してまた答弁させていただければと思いま

す。 

番組の制作の決定方法ですが、庁内で毎月庁内会議を実施していますが、

その中で行事予定を確認したり各課から行事については情報をいただきな

がら取材をしているところと。例えば先ほどのＮＰＯ法人の関係ですと、そ

の担当部署と調整して順番に行くことにしているのですが、団体に確認しな

がら順番を決めながら取材に行っています。 

また、町民からの声ですが、例えば行事とかはあまり直接取材の申し込み

は最近無いのですが、そういうのもお声を聞きながら番組は制作していきた

いと思っています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　特段、町民の方から番組を見てこう思うとか、そうい

うご意見をいただいているとかは無いということでしょうか。 

 



‐ 23 ‐

〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　そうですね。直接、例えば電話等々ていあんく

んもありますが、ここ最近はそんなに番組についての感想は無いかなとは思

っています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ、 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　地域ブランディング業務委託料の中身について伺います。

資料は18ページになるかと思うのですが。これ３年間ということで、１年目

でいろんなものを作って考えてということで２年目から本格的な展開をす

るということなのだけど、１年目ってどれぐらいの程度のことをやっておら

れてこの３年間というのは多分同じ会社が受け継いで毎年予算を立てるん

だろうと思うのですが。この１年目の中身について、もう少し詳しく説明を

お願いします。 

 

〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　地域ブランディング業務委託ということで、昨

年度は１年目で委託をして実施しています。昨年度の実施した内容ですが、

これ３年間の事業、これが国の方のデジタル交付金を活用していまして、そ

れが３年間ということで３年間の事業で進めています。 

昨年度については、この３年間でどのような方法でブランド化していくか

の方向性とか計画を作成していただいたところになっています。実際の成果

物としては、現在すでにホームページとか特設サイトがあるのですが、そち

らでも流していますが現在、今年度４本の動画が流れていますが昨年度につ

いてはそのうち１本、ＳＬの動画を作成したのですが、昨年はその動画を作

成していまして。その３年間の計画の作成と実際、動画の作成とか今年度、

ここにも写っていますステッカーの作成の準備とか、他にも今年度９月に各

戸配布でハガキを全戸に送らせていただいたのですが、そのデザインとか各

種準備を昨年度は実施しています。 

 

〔高山委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　１年目の姿というのは、なかなか見えてこないのが現状

で、プロモーションというか画像を作ったのは２本ということはわかりまし

た。 

この２本と次、今年度作ったあれだとかいろんなものを各戸に配られたと

いう、今年度の話ですからあれなのですが、ということは１年目の費用がど

れぐらいかかって、２年目の費用がどれぐらいかかって、総額でどれぐらい

かける必要性があったのかなって、考えていたのかなというところがあるの

です。町民はこれだけ金使ったんだよ、お金を投じてこういうものができた

んだよっていう表現はなかなか見えにくいので。この予算はやっぱり目に見

える形でいうと今年はこういう形ですとなるのですが。プロモーションを作

ったよと言っても、これがいくらですよと金額が貼っているわけではないの

で非常にわかりにくい。３年間で何をトータルでしていかないとならないの

か、プロモーションというのは毎年それを使い切って回していっていいの

か、単年度だけで終わるものなのか、それをどれぐらいまで使っていいのか

という、いろんな制約があるんでね。そういったところがもしわかるのであ

れば教えてください。 

 

〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　額で申しますと昨年度の決算については、ここ

に記載のとおり819万5000円となっています。今年度については約1500万程

度となっていまして、今年度については先ほど申しましたとおり昨年度動画

を１本作った。今年度については３本の制作をしています。うまかまつりと

か先日道の駅でもイベントをやったのですが、そこら辺のイベントを実際に

今年度から動いているというところで、それにかかる経費となっています

が。例えば動画の制作だけでいけば、もっと動画を制作するような専門の会

社とか、自前で撮るとか、そういうところに依頼すれば安く上がるんだろう

と思いますが、動画の制作とか各戸配布の手紙を作る部分だけの業務ではな

いと。安平町を町民の方、町外の方に今まで以上に好きになってもらう。ま

た、町外の方に安平町を知らない方に対してＰＲしていただくという一体と

なったブランディングを進める中の成果品の１つとして動画とかがありま

すので、そこら辺を一括した業務を進めています。 

補助的にも３年ですが、当然３年で終わるものではないと思っていますの

で、そこ以降は我々もそうですし、全職員もこれに基づいてブランド化を進

めていきたいと思っています。 

 

〔及川町長挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　町長。 

○町長（及川秀一郎君）　こちら今ちょうどホームページでムービー４本出しな

がら、また、あびらチャンネルでも町民にも出演していただいて情報発信さ

せていただいていました。昨日、産業功績賞を受賞された中道さんもご挨拶

の中で触れていた、あの菜の花畑を中道さんが提供していただいて、大変な

撮影なのですが、そういった方たちの思いだとか、それをまた全道・全国展

開していく。そのムービーは２分数十秒の短いものなのですが、そこに凝縮

された中で安平町がこれから進めていく、今進めている観光振興であったり

道の駅のＤ51の部分。この間説明したような井門グループとの動きもＳＬの

部分では炭鉄港が出てきますけども、チーズのブランド化でレストランと今

後ワインのダイナックスさんのコラボレーションの話はしていますが、それ

がきちんと映像の中で方向性も示せているということ、あとは安平町で一番

の馬産地ということでのＰＲも含めて４つの安平町の魅力を全道内・外に発

信していくところが非常に作り込みとしても内容としても非常に優れてい

ますし、自分が２週間前、全道大会の網走で発表した時にそのムービーを１

本だけ最初に前段流して取り組みの事例発表をしたのですが。感想としては

ムービーの内容は素晴らしかったと高校生からいただいていまして、新しい

取り組みの、スタートしたばかりですが、いつまでもお金をかけるものでは

なく、それをきちんと３年間やり込んで、それをまたいろんな形に広げてい

く。また、職員もそこを意識しながら、これからこのアビライクマーク含め

て名刺だったりそれ以外のものにも展開していくようなところもすでに検

討していますので。そういった取り組みを令和６年度にスタートしたという

ことで、ご承知いただければと思います。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　地域的には非常に身近に見られて表現がよくわかる。結

果的に最近どこの町村もスポット的にテレビコマーシャルを入れていく。こ

こまでやってくる段階に入ったのかなって。自分もたまにテレビでスイッチ

入れると出ていたりするものですから。それぞれの町がＰＲ活動を盛んにや

っておられるということは、うちもその中の一つとしてはやっていかないと

ならないと思うので。事業としては非常に金額も大きいし行政もこれにウエ

イトをかけている部分だろうかと思うのですが。より町民にもわかりやすく

全道・全国に配信できる形の３年間の決まりでやろうとする結末をしっかり

見ていければと思いますので。ありがとうございます。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他に。 
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〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　同じところですが。私の家にも含め、お便りが届いた

のですが。高齢の方たちが「これは一体なんでしょうか。こんな立派なもの

に入れて送ってきてお金すごいかけてもったいないね。」とお年寄りは言っ

ていて、「何をどうするものかがさっぱりわからない。」とおっしゃってい

て。この事業って先ほど町民と町外の方、皆さんに町を好きになってもらう

ためにっておっしゃってくださっていたのですが、果たしてそれは本当に誰

のための事業なのか。内容をどう精査していって進めているのかなってお話

聞いて思ったのですが。町民に３年間終わった段階でもいいと思うのです

が、どうだったかは確認する場が必要かなと思うのですが、そこら辺含めど

のようにお考えですか。 

 

〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　今年度の話になりますが、先ほどご質問の中で

もありましたお手紙のご質問が出ましたので、この場を借りてお話をさせて

いただければと思いますが。中にも若干説明は書いてあったかなと思うので

すが、今後、来年度さらに事業を展開していく予定となっていまして。それ

に必要というか、それがあれば町民の方に配っていますので、町民の方でそ

れを持って行くと特別な体験ができますという事業を現在考えているとこ

ろです。立派な、お金もかかっているというお話もありましたが、若干プレ

ミアム感というか安平町民であることの特別感を出すために、あえて立派な

ものにさせていただいたことですので。今後も引き続き使うものになります

ので、詳しくはまだ言えないというか、もったい振るわけではないのですが、

それは追々話して、周知していく予定となっていますので、それまで保管を

していただければと思っています。 

町民の方等に対するこの事業の結果とか効果の聞き取りですが。これは当

然３年間終わった段階で補助事業でもありますし、その成果は我々も調査し

なければならないので。まだ方法についてはこれからになりますが、効果に

ついては調査はしていくと考えています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　ぜひ町民の方からもご理解いただける形で進めていた
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だけたらと思います。 

次、別なところですが、45ページのペーパーレスシステム利用料。こちら

はどのように削減になったか、費用対効果含めどのように検証しているか伺

います。 

 

〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　このペーパーレスシステム使用料については、

今、議員の方皆さんお使いになられていますシステムになっています。 

その効果については、議員の皆様の使い方になるのかなと思っています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　そう言われてしまえば、それまでなのですが。ただ使

ってみてどっちがいいかってそれぞれ議員さんも違うと思うので。やっぱり

ペーパー全部は廃止できないのか、それとも役場としては廃止していきたい

方向性なのか。その点について伺います。 

 

〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　以前、庁舎内のペーパーレスのご質問があった

時にもお答えさせていただいたかなと思うのですが、現在お使いのスマート

ディスカッションというシステムだと思うのですが、議員の方のペーパーレ

スまた職員のペーパーレスも進めていますが、我々としては全くゼロにはで

きないかなと思っています。例えば議会等においても事前の資料はデータで

配布できますが、それ以外の部分で紙でなければいけないものは当然あるか

なと思っていますし、我々が業務を進める中で紙でなければいけないもの、

紙で保管しなければいけないものはありますのでゼロにはならないかなと

思っています。ただ、できる部分も当然データ化で紙を減らしていく。必要

な方がいれば紙で印刷をそれぞれしてもらうところで進めて、なるべく紙を

少なくしていく方針で進めていきたいと考えています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　次、違うところもう一つ。その下にあるエリア放送受
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信対策工事についてですが。どうしても映らないところが出てきていると思

うのですが、そちらの対策についてはどのように進めているか。税の公平性

などの関係もありますので、どのように考えて進めているか伺います。 

 

〔岡総務担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総務担当課長。 

○総務担当課長（岡康弘君）　受信対策工事のお話ではなく全体的な受信率にな

るかと思いますが。以前のご回答にもあるとおり、現在世帯で考えた時に全

世帯に対するエリアのカバー率は93％です。現在、それに追加してアンテナ

というか中継局を整備する予定はない状態にあります。こちらは残りの７％

のエリアカバーしていく部分との費用に対する効果といったものを検討し

た結果、現在有効な補助事業もなかなか無い現状で、そこに投資をするとい

うことは今の段階では考えられない結論になっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　その補助事業が見つからない限り基地局は増設しない

感じで。そのカバーができているところはうち映らないんだよって時には個

人的に工事するみたいな感じということで進めるということなんだと思う

のですが。映らない人は「どうしてもうちはあびらチャンネルどうしても映

らないんだよね、だからわからないわ。」みたいな感じのお声を聞くもので

すから。そこら辺含めこの事業についてもどう進めていくのかなって思うの

ですが。映らないお宅に対してどうかなと思うのですが、そこら辺うまく聞

けないのですが、どのように考えているか伺います。 

 

〔岡総務担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総務担当課長。 

○総務担当課長（岡康弘君）　あびらチャンネルには代替手段もありまして。映

る方の許諾の関係もあって一般的にオープンにしたＵＲＬではないですが、

インターネットの中にある、テレビの中では映らないけれどもインターネッ

ト引けますという方がいらっしゃれば一般的に公開していないＵＲＬを教

えてインターネットとしてあびらチャンネルをご覧になっていただく。テレ

ビと同じような画面でご覧になっていただくことを可能にしています。 

これは定期的に広報にも掲載させていただきまして、どうしてもエリア外

の方でエリア放送をご覧になりたい方はこちらにお問い合わせくださいと

いう周知をさせていただき、それをもって対応をさせていただいているのが
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現状です。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　そこまでして見てくださる方がいらっしゃったらいい

のですけど、ネット環境つながらなければお金もかかりますし、そこら辺含

めいろいろ、一生懸命カバーしていると思うのですが、７％だからいいとい

うわけでもないので、今後お考えいただけると嬉しいです。 

〇委員長（鳥越真由美君）　答弁はどうしますか。お願いしますか。 

 

〔及川町長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　町長。 

○町長（及川秀一郎君）　あびらチャンネルについては整備してから10年経つ、

こういった仕組みの中で他の自治体と比較して相当いろんな形で情報発信

をさせていただいて、本日の特別委員会もご覧いただいているということで

非常に有効だなと私自身は思っています。技術革新がこの10年間においても

非常にさまざまな機械が身近になり、インターネットの環境、光通信環境も

４年前に整備して全域で使えるようになったのは３年前と。このあびらチャ

ンネルを整備した時点では想定していなかった環境も着実に整備してきて

いますので、先ほど総務担当課長が答弁したとおりインターネット環境も身

近になってきているのも事実だったり、テレビで光回線を引いてやっている

ご家庭もどんどん増えては来ています。そういったことで経費が、先ほど補

助制度が有効なものが無いということでありますが、そういったアンテナを

張りながら三浦委員がおっしゃられた７％の方に何とか情報を伝えること

は引き続き考えていきたいと、常にそこは思っていますので。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ、46、47ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　前に確認していたら大変申し訳ないですが、46ページ

の３目出納管理費の11節手数料のところですが。こちら道銀さんの関係だっ
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たのでしょうかね。昨年度決算に比べて増額だと思ったのですが。これ増額、

失礼しました。不用額の関係ですが、かなり不用額残っているのですが、こ

ちら残っている要因・理由をお願いします。 

 

〔下出会計担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　会計担当課長。 

○会計担当課長（下出佳史君）　役務費のところですが。令和６年度から始まっ

た部分でして、銀行の窓口収納手数料というものが令和６年度からかかって

いる格好になっています。実際、道銀の追分支店・早来支店双方で窓口で料

金等をお支払いいただいた場合に１件300円という手数料がかかっているの

ですが、これの経費として６年度700万ほど大きくなっています。 

今回240万ほど不用額が出ているのですが、この手数料の支払い自体が半

年に１回の支払いでして、上半期の分は掴めているのですが後半の分、３月

までの実績に基づいてということなので、かつ６年度からのスタートですの

で参考にする数字がなくて３月の専決で補正もできなかったところです。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ48、49ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　48ページの広告媒体運用業務委託料を毎年伺っている

のですが。今年度は広報の方法を変えたのかどうかわからないですが、どの

ような成果が上がっているのか伺います。 

 

〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　広報媒体運用業務委託料で153万6700円となっ

ていますが、これについてはＳＮＳ、インスタグラムですが、これによって

情報発信をしているという業務内容になっています。 

昨年度の実績としては、インスタグラムの投稿を48本発信しています。大

体週１回ぐらい行事とか町内の出来事を発信している内容になっています。 
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〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　インスタとフェイスブックはまだやっているのでしょ

うか。インスタ以外はやってらっしゃらないということなのでしょうか。こ

ちらのＳＮＳに発信する時の個人情報の管理はどのようになっているか伺

います。 

 

〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　あびらチャンネルと同じ内容に基づいて同じ業

者がやっているのですが。そこら辺の個人情報とか顔が映らないようにと

か、あびらチャンネルの取材と同じように載せる方については承諾を取ると

か。他の承諾を取っていない部分は映らないように写真を載せるところでや

っています。 

 

〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　現在はインスタグラムを中心にやっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　当然ながら発信する時は位置情報などもオフにしたり

していらっしゃるのでしょうかね。町長が発信されているものは、あくまで

個人的なものでこちらの管理とは別ということでよろしいですか。 

 

〔及川町長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　町長。 

○町長（及川秀一郎君）　私はインスタとフェイスブックと。Ｘは最近あまり発

信していませんが、拡散した方がいいというものはＸ使ったりしています。 

これは町とは別に町長になる前からやっているものをそのまま継続して

情報発信しているということです。 

〇委員長（鳥越真由美君）　よろしいですか。 

○７番（三浦恵美子君）　位置情報。 
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〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　位置情報は写真の位置情報ですか。そこはオフ

にしてあります。ただ、行事であれば住所とか場所は文字情報で載せるよう

にはしています。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　その上の広報紙作成業務委託料で。参考の資料によると

この中にポロシャツ150枚とポーチ150個と。何かこの広報紙作成業務の形の

なかで何をこれ、どうしようとしているのかなというのが理解できないので

すが。一括りにもう一つ下の方で公式インスタグラムといった作成の分もあ

るから何とも言えないのですが、前段に書かれている、この私が言う429万

円に対してこの広報紙を使っていますが、その手前の23万9250円といったこ

の支出の部分は何を目的としてこのポロシャツとポーチを作ったのか。この

辺についてご説明願います。 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員、資料の 

○10番（高山正人君）　21ページ。 

〇委員長（鳥越真由美君）　21ページで主要施策成果等説明資料の21ページです

ね。 

 

〔池田情報担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　情報担当課長。 

○情報担当課長（池田恵司君）　資料の21ページですが。まず、この資料にある

とおり実施の内容としては広報紙の作成とか、先ほどおっしゃられたノベル

ティの作成があるのですが、これは事業として先ほどのブランディングにつ

ながるのですがシティプロモーションということで、コーポレートブランデ

ィングを推進していこうという一つの大きな事業になっています。 

その事業の中身として広報紙の作成とか、先ほど三浦委員のご質問にもあ

りましたＳＮＳの運用、またノベルティの作成を含めた一つの事業としてシ

ティプロモーションを進めていくという事業となっています。 

ノベルティの部分ですが、昨年度についてはポロシャツ150枚と小さなポ

ーチを作成したのですが、これについては主にあびらチャンネルに、先ほど

のご質問にありましたがいろいろな団体とか個人の方に取材するところが

ありますが、その取材に対するお礼品としてお配りしたり、来客があった場

合に町のＰＲとしてお配りするところで使用をしているものです。 
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〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ、50、51ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　51ページの真ん中ら辺のＬＥＤ照明リース料。こちら

毎年伺っていたかと思うのですが、電気料金の計算、こちら契約年度ごとに

まとめていただけていると伺ったのですが、こちらの進捗状況など含め伺い

ます。 

 

〔伊藤施設担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　施設担当課長。 

○施設担当課長（伊藤富美雄君）　こちらの電気料金ですが、電気の従量という

か何㎾というのは該当の部分については出てこなかったものですから。あく

までも請求金額で今まで対比させていただいています。 

令和６年度については、資料のありました平成29年度当時から令和６年度

でいきますと46.2％の減となっています。対令和５年度に対しては31％の電

気料金のアップとなっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　以前は10年のリースの間の７年ぐらいで元が取れるの

ではないかと試算されていると伺ったのですが。電気代も上がってきてその

辺ズレてきているのかなと思うのですが、その辺の整理は終わっているでし

ょうか。 

 

〔伊藤施設担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　施設担当課長。 

○施設担当課長（伊藤富美雄君）　全体経費との計算の方はまだもう少し先かな

と思いまして、今の段階ではまだしていません。最高で約61％当初より電気

料金は安くなっていまして、最近では先ほど言いました46％ぐらいとなって
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おり、平均しますと約50％ちょっと位かなと。当初計画していましたのは約

70％位落ちるのではないかということで考えていたのですが、議員もおっし

ゃいますように電気料金が上がってきていますので、その今回答したような

パーセントで留まっている状態です。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　別な項目でお願いします。51ページのそのすぐ下の会

議室用録画カメラ等使用料。こちら当初予算比で減額なのですが、その主な

要因を伺います。 

 

〔岡総務担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総務担当課長。 

○総務担当課長（岡康弘君）　こちらは庁舎等のカスタマーハラスメント対策と

して導入したものですが、単純に整備の日にちが後ろになったので使用料が

減額となったものです。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

〇７番（三浦恵美子君）　こちらのカメラ、実際に活用された事例などはありま

したか。 

 

〔岡総務担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総務担当課長。 

○総務担当課長（岡康弘君）　活用の方法として実際に活用した例はありません。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　よろしいですか。 

それでは審査の途中ですが、ここで午後１時まで休憩します。 

 

 

休憩　午前　11 時 59 分 

 

再開　午後　１時 00 分 
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〇委員長（鳥越真由美君）　午前中に引き続き会議を再会します。 

はじめに委員の皆様に再度お願いします。配布された決算資料の内容と合

わせて質疑を行う場合は、最初にその資料名とページ数をお知らせください。 

次に午前中答弁保留となっていました高山委員からの職員採用試験業務委

託料の質疑について、総務担当課長から発言を求められていますので発言を

許します。 

 

〔岡総務担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総務担当課長。 

○総務担当課長（岡康弘君）　午前中の質疑で答弁できなかった、まず応募され

ている職員採用試験に応募した数に対して実際に試験に来なかった人数

等々のご答弁をさせていただきます。皆様お手元にあります令和６年度の主

要施策等の成果の資料ございますが、こちらの４ページに職員採用試験のこ

れまでの経過について掲載しています。多分高山委員はこちらの４ページの

令和６年度の23名の募集に対して試験に来なかった人数はいますかという

ご質問かと思います。こちらの23人の中には履歴書を提出して試験に来なか

った方を除いた数字で掲載しています。実際には履歴書を持ってきている人

数は全体で26名。履歴書を出したけれども試験を受けなかったのが３名。応

募が23という内容になります。 

なお、一次試験を実施して試験を受けて、その後面接試験に入るのですが、

一次試験を合格したけれども面接に来ないという意思表示された方が２名

いらっしゃった状況です。 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員よろしいですか。 

○10番（高山正人君）　はい。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　それでは審議を再開します。途中となっていました

歳出50、51ページの質疑をお受けします。質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ52、53ページで質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ54、55ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　54ページの12節委託料の地域おこし協力隊募集採用業

務委託料。こちらは実際に何名受けて何名いらっしゃったか。その内容をお

願いします。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　地域おこし協力隊生業形成マネジメント業

務委託料。こちらのことではなくて。 

○７番（三浦恵美子君）　関連すると思って、採用業務委託料、 

〇委員長（鳥越真由美君）　すみません。三浦委員立ってマイクできちんと伝え

てください。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　ああ、採用業務。 

〇委員長（鳥越真由美君）　よろしいですか。わかりましたか。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　はい、失礼しました。その前の地域おこし

協力隊募集採用業務委託料37万4000円。こちらについてお答えします。こち

らは令和６年で未着任だった地域おこし協力隊と令和７年度に早期採用を

促したい協力隊の募集をかけた状況となっています。両方ともお出かけ円滑

化推進員という形でハイヤー運転手の募集にかかる部分の経費となってい

ます。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　一人ずつということですか。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　１名ずつで２回の募集をやっています。１

回目を７月22日に募集をかけていまして。その後、令和７年の早期着任に向

けて令和７年１月20日に募集をかける形で２回の募集をかけた内容となっ

ています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 
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○７番（三浦恵美子君）　この募集業務委託で２名いらっしゃったと思うのです

が。それでその下の部分、地域おこし協力隊生業形成マネジメント業務委託

料は、こちら今さっき前段で出てきた募集して来られた方に対するマネジメ

ント業務ということでの認識でよろしいのでしょうか。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　いいえ。こちらのマネジメント業務は、先

ほどの採用業務がその年に採用を募集かける際に、例えば通常募集の、先ほ

どの話と跨がりながら話をします。先ほどの採用の時は通常町のホームペー

ジ等で募集していますという形で、一般的に手が上がってきて募集採用まで

結びついてきたらそれでストンと終わります。ですが、その一般募集でも手

が上がらなかった場合にどうしても年度途中で、前回もハイヤードライバー

だったのですが、早期に着任を促したいという隊員を対象に追加募集してい

たのが先ほどの採用募集の内訳になっています。 

只今ご質問いただきましたマネジメント業務委託料については、こちらは

協力隊全員にかかっています。令和６年度中に活動していた現役隊員、総勢

21名いるのですが、21名にかかる活動の隊員のロードマップの作成だった

り、面談や研修会などの実施をしている委託料の内容になっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　今ご説明いただいた地域おこし協力隊生業形成マネジ

メントの部分は協力隊全員の分のマネジメントということですが、具体的に

どのようなところで、何か見えづらいというか、何回も聞いているのかもし

れないですが。具体的にどのような成果が上がったのか。ご説明いただいた

資料の中には地域力の向上に寄与したというようなことが書かれていたか

と思うのですが、 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員、ごめんなさい。何ページですか。 

○７番（三浦恵美子君）　資料のページ数はちょっと。 

〇委員長（鳥越真由美君）　31。 

○７番（三浦恵美子君）　主要施策の成果等の資料の31ページにも書かれている

のですが、隊員がもたらす成果は町内外に対する地域力の向上に寄与してい

ると書かれているのですが。これマネジメントを行うことによってどのよう

に具体的に成果が上がったか伺います。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　マネジメント業務の主な内容としては隊員

に対する定期的な面談だったり研修会の開催。あとは隊員同士がネットワー

クづくりができるような環境を整えている状況となっています。特に隊員と

各課に配属された職員の関係性については、基本的には担当者と協力隊員が

日々のやりとりを通じて仕事をコントロールしていく状況になるのですが、

協力隊員については、担当職員とはなかなか話しづらいこともあったりと

か、協力隊員として悩む部分があるのをこのマネジメント業務で業務委託す

ることで第三者の方に自分の悩み事を相談したりとか、今後どうやっていこ

うということをやりとりできる状況になっています。委託業者の方でそうし

た状況を丁寧に聞き取って面談メモをまとめていただきまして、その内容が

統轄課である私たち政策推進グループに上がってきて課題観や悩んでいる

ような協力隊員の動向が掴めましたら、すぐ担当課と連携しながらそこのケ

アにあたる対応を現在実施している状況となっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　ということは人数によって増額していくという認識な

のでしょうか。昨年の決算よりも200万ほど上がっているのですが、その辺

もお願いします。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　積算根拠をしっかり書いてこなかったので

すが、内訳的には一人あたりいくらという形で積算根拠を作っていまして、

隊員が増える時に上がっていくことになっていきます。 

その内容に応じて今特交措置の範囲内でやるところも担当課としては留

意していまして、例えば隊員が増えてその分経費が伸びるのであれば研修会

経費を少し減らそうというようなやりくりをしています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　私も同じところで伺います。研修を行うというのであれ
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ば、年にどれぐらいやっているのか。また、マネジメントって、かからなく

てもいい人だっていらっしゃると思うのですよ。悩みがある人は当然いるだ

ろうし、困っていることがあったらそこに相談すればいいという理屈はよく

わかるのですが、これは人によって違って人数いたからその分だけプラスア

ルファしますよではなくて、実績を考えた上での数字が出てくるならわかる

のですが、１人増えたらいくらって。皆ひとまとめでいくらですよという話

になっちゃうのではないかなっていう気がしているのです。ですから業務を

やる上でこれがいくらで、これがいくらっていう何か決め事がないと。アバ

ウトすぎて数字が大きい割に人数がいくらですよと言っている割には中身

の精査がよくできていないという感じにしか見受けられないのですよ。講習

をやっているなら講習は何名で何回やりましたとか出てこないと。ざっくり

しているのかなという気がしているのですが。その辺についての詳細を教え

てもらえますか。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　定期面談については個人各々抱える悩みは

違うと考えていまして、必ず年４回実施しています。これは四半期ごとに１

回やるという状況でして、その際特に悩みが無ければそれは実に良いことだ

なとこちらとしては捉えていまして、悩みがある方についてはその分状況に

応じて都度判断するようなスケジューリングをしています。なので全員に対

して必ず定期的にやっていくことが大事にしている部分です。 

もう一つの研修の回数ですが、昨年はこちらの委託として組んでいるのは

２回ですが、現在北海道も国も地域おこし協力隊を増やしていこうというこ

とで各種研修会を組んでいるところもありまして。町でやらないところは道

の研修会等も情報として斡旋して、協力隊の方は自分の業務の都合と合わせ

ながら参加できるものには参加していただく形で流動的に、柔軟的に対応で

きるような状況になっています。 

特にこの業務の大きな目標としては、自主退職をゼロにしていきたいと。

あとは定着率を50％以上にしていきたいということが業務の主な狙いとな

っていますので、定期的な面談を通じて協力隊の不安を解消して少しでも業

務に専念していただいたり、その後安平町に定住していただく環境づくりを

していこうというのがこのマネジメント業務の主な目的となっています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他に54、55ページでいらっしゃいますか。 

 

〔三浦委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　55ページの22節、償還金利子及び割引料の返還金の主

な要因、大きな要因は何か伺います。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　返還金338万1144円、こちらですが２つの

内訳になっていまして。一つが令和５年度の物価高騰対策重点支援地方創生

臨時交付金の事務費相当分に対する返却分。年度を跨いでの返却分になって

います。その金額が95万500円となります。 

もう一本が令和４年デジタル田園都市国家構想交付金分となっていまし

て、こちらは会計検査員の指摘を受けて243万644円を返還している内容とな

っています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　１点目は理解しました。２点目のご指摘いただいたと

いうのは、どのようなご指摘だったのでしょうか。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　こちらについてはデジタル田園都市国家構

想交付金に対して会計検査員の方が受託したところを重点的に見ていた内

容であるのですが。その際にご指摘受けた部分は、デジタル機材のリース料

が交付金の方は３年間を対象としますというところだったのですが、一般的

な使用法としては５年リースを組んでいる事例が全国として多くて、そうい

ったところを重点的に見ていきまして、当町においても同様なご指摘を受け

て返還したという認識をしています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他になければ次に移ります。56、57ページで質疑は

ありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　56ページの集落支援員ですが。こちらどのようになっ
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ているか詳細もわからない。この２項に報酬の部分と給料の部分で集落支援

が２つ計上されているのですが、こちらの内容がよく飲み込めていないの

で、この部分の詳細をお願いします。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　集落支援員の決算表の見方ですが、集落支

援員はパートタイムでの採用とフルタイムの採用の２区分になっています。

その上でパートタイムの方が報酬という形で予算上位置づけして給料をお

支払いしている状況。もう１つの給与というところが、フルタイム型で任用

した方を採用してお支払いする状況になっています。 

その上でまず集落支援員のパートタイムの人数になりますが、こちらにつ

いてはパートタイムは１名、こちら地区別計画業務で１名分をお支払いして

います。もう１つの給与の方で、フルタイム型で集落支援の予算を見ている

部分は定住促進事業として１名、地区別計画事業用として１名の２名の集落

支援にかかる経費がこちらに計上されています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員、今のところですか。 

○７番（三浦恵美子君）　別なところです。57ページの12節委託料の企業情報収

集発信業務委託料と、地域活性化企業人発案事業業務委託料と、移住促進支

援業務委託料。それぞれ６年度の成果について伺います。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　最初の企業情報収集情報業務委託料71万

5000円ですが、こちらについては令和４年度から実施してきた事業の最終年

の位置づけになっているのですが、内容としては企業の取材をしています。 

企業の方に取材をしましてＷＥＢ広告、あびらのくらしごとのホームペー

ジに随時掲載している状況になっているのですが、ＷＥＢ広告をして一連の

情報発信を通じ、企業への人材採用に対するアドバイスや人材確保に向けた

対応業務。あと北海道が実施している移住支援金との連動企画での業務とな

っていまして。主たる目的は人材確保に向けた情報発信を今回整備している

中身になっています。令和６年度実施した業者は６社実施していまして、み

やもと家具金物建材店、きしだショップ、追分サイソウ、廣和工業、東胆振

清掃企業組合、 
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○町長（及川秀一郎君）　追分葬祭。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　追分葬祭でした。失礼しました。追分葬祭

と６社ほど取材をしまして、あびらのくらしごとのホームページに掲載され

ています。詳しい内容はまた見ていただけるととても人にクローズアップし

たいい記事がまとまっていまして、３年間でそうした情報が蓄積されたなと

担当としては考えています。 

続きまして地域活性化企業人発案事業業務委託料19万7230円ですが、こち

らについては本年７月まで企業人として地域にいましたビーコンラーニン

グサービスの山本協力隊員が令和６年度に実施した事業となっています。事

業の内容としては企業向け関係人口創出事業という形で実施していまして、

事業コンセプトは都市圏に勤務する企業社員が都市に近い安平町の自然掛

ける地域課題に向き合いながら地域とつながれる取り組みへの参加を通じ

て関係人口創出する内容でした。こちらはＡＮＡ総合研究所の協力をいただ

きながら９名の参加があって実施している内容となっています。 

最後の移住促進支援業務委託料23万9950円。こちらは町の方で移住パンフ

を作成しています。「あびらの暮らしと教育、まるわかり。」といった移住

パンフを作成しているところですが、そちらの情報がだいぶ古くなってきま

したので、こちらの内容の更新となっています。16ページのものを2000部相

当、業務委託として執行している中身となっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　まず１点目についてですが、ちょっと理解、読み込み

ができなかったところがありまして。人材採用のアドバイスは町が企業様に

対してアドバイスをするものなのか、どちらに誰がアドバイスするものなの

かが１点目。 

２点目。企業様を通して関係人口を増やすことなのですが、具体的に町に

どのような効果をもたらしたのかが２つ目。 

３つ目はこのパンフレット、情報が古くなっていたから更新をしてもらっ

たということですが。こちらの経費は毎年かかるものなのか、それともある

程度また何年か経って古くなってきたらまた委託するのか、その点について

お願いします。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　はじめの企業情報収集発信業務の内容で採

用コンサルタントがどういうことなんだというご質問だったと思います。今
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回業務を受注していただいているのが北海道アルバイト情報社でして、主に

先ほどお話した町内企業はホームページを持っていないところが多いとい

う把握をしていまして。まず、このあびらくらしごとを通じて安平町の商店

の方々が、外部の方はそこを見るとこういう会社なんだなとかこういう人た

ちが働いていて自分もそこで一緒に働いてもいいかなという一つ情報発信

の場として作ったものです。もう一つが北海道アルバイト情報社はいろんな

アルバイトとか社員の雇用に求人にかかるサイトとかホームページを持っ

ているというような、ノウハウもありまして、この業務はホームページを作

ることとホームページを聞きに入る際には各社の今の人材不足の状況とか

課題観を聞き取りしていただいて、必要であれば自分たちが求人したいんだ

と。各企業の方で思うのであればさらに北海道アルバイト情報社様とつなが

っていただいて活用していただくようなつなぎ方を意識した業務の内容で

す。 

もう１つの地域活性化企業人の事業の効果ですが、こちらについては現在

都市圏の企業のニーズとしては、だいぶ変わり身が早いのですがテレワーク

だったり地方に行って働きたいという活動の仕方が一定程度あると認識し

ていまして。そうした地方に関心のある方をどのようにして安平町で迎えら

れる体制づくりができるのかと。そこをチャレンジする内容が企業人の発案

事業という形で実施したところです。こちらについては内容では瑞穂ダムで

のカヌー体験や菜の花散歩に来ていただいたり、農業体験で酪農家の搾乳見

学、うどん打ちなど安平町の魅力に加わっていただきながらそこの肌で感じ

たところを今度はワークショップをみずほ館の方で実施してまちづくりに

対していろいろご意見いただきながらと、あと自分たちの企業がこうした関

わり方が安平町とできるのではないかと、そうしたまさに関係づくりを作る

ための一つのきっかけで実施していまして。今回はいい取り組みになってご

縁をいただけているのかなと感じているところです。今年の話になるのです

が、今11月のこの週末に夢民舎においても駒大生の生徒が料理を作ってくれ

るような、地域の素材・食材を使ってメニューを開発してくれることになっ

ているのですが、これも企業人の山本様がつないでいただいた関係性でし

て。地味な取り組みではあるのですが、こうしたものが一つ一つ広がりを見

せているなと評価しています。 

最後の移住促進支援業務委託料ですが、このパンフは毎年更新するもので

はなく、特に今回早来学園ができて作っていたものが古かったのです。早来

学園のパース図とか建設前の図面を使っていたパンフだったので、すでに動

き出したので、よりリアルな写真とか情報を更新するために今回業務として

発注した内容となっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　３点目は了解しました。 

１点目ですが、実際にこれ出してみて採用に至った事例があったかどうか。

あったら件数は何件か。 

あと２点目は地味な取り組みでもコツコツということなのですが、実際町

に引っ越して来られた事例があったか。また、そういう問い合わせがあった

かなど伺います。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　まず、１番目の企業情報収集業務ですが、

その人材確保までしっかりつながっているところまでは把握不足ですが、ま

ず前提としては、なかなか今人を募集する状況にはないということを担当と

しては理解していまして、求人するケースはほぼ稀だと認識しています。そ

の上でお話を聞いているのが小林林業様の方がこうしたご縁とか追分高校

の就職支援活動を通じて採用に至ったものを、これも雇用というかすぐ直接

的につながるものとなればいいのですが思ってもいなくて。そういう環境

を、少しずつホームページを作ったり誘致企業会でやっている追分高校との

就職支援活動の時に高校生がそのホームページを見るとこの会社はこうい

うことなんだなということが少しずつわかるように環境整備をできるとこ

ろから実施しているという認識に立っています。あと、もう１点。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　移住とつながったかというところまでは、

そのところはしっかり紐付けして把握ができていない状況になっています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他に。56、57。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ58、59ページで質疑はありませんか。 

 

〔高山議員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　59ページの上から３つ目。長期優良住宅建設助成金の執
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行が残念ながら無いのですが、この枠って厳しいから無いのか、もともとそ

ういう応募者がまるっきり訪ねることも無かったのか。この辺について説明

をお願いします。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　こちらについては特に町内で言うと若草団

地で土地を購入した方が対象助成となる事業の組み立てです。ラ・ラ・タウ

ンは令和６年度減額キャンペーンをやっていましたので、そのメリットがあ

るので、こちらの助成金は選択できることになっているのですが実際には使

わないのが現状でして。若草団地を購入した方がこちらの助成金とつながっ

てくることの運用となっていました。特に若草団地も長期優良住宅の要件を

満たすものではなければ助成金は当たらないのですが、そちらについては近

年、住宅もかなり質が良くなっていますので、若草団地で建てているのはこ

の助成金の要件を満たすものが近年増えている状況でした。 

令和６年度はたまたまゼロだったのですが、令和５年度は若草団地２件の

実績があったり、ここは去年土地が１件若草団地で実は売れています。それ

が年度の後半だったので家を建てて助成金が貰えるのは今年の予算で動い

ていく見通し観で、申請が上がってきたらそのような対応になるかなと見込

んでいます。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔箱崎委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　箱崎委員。 

○８番（箱崎英輔君）　59ページ、12目交通安全対策費についてお聞きしたいの

ですが。委員長ちょっとお願いがあるのですが、質問の中身の関係で60ペー

ジにまでかかるのですが、それでよろしいですか。一緒にさせていただいて。 

〇委員長（鳥越真由美君）　はい。じゃあ一緒に。 

○８番（箱崎英輔君）　まずは交通安全指導員、交通安全推進委員会、交通安全

母の会と３つの団体があるのですが。こちらの方はそれぞれ交通安全指導員

については市町村が委嘱された非常勤の特別地方公務員ということで、交通

安全推進委員会は全国の公益社団法人の安平支部ということと、母の会につ

いてはボランティア団体ということで間違いないか、まず確認させてくださ

い。 

 

〔佐々木生活環境担当課長挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　生活環境担当課長。 

○生活環境担当課長（佐々木智紀君）　概ね間違いないかと思いますが。ちょっ

とお時間をいただいてご回答をさせていただければと思います。 

 

〔箱崎委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　箱崎委員。 

○８番（箱崎英輔君）　そちらは私の問題の本旨ではないのでよろしいのですが。

私が聞きたいのは、こちら３つの団体の目的がほぼ交通安全を推進するとい

うことでよろしいのか確認させてください。 

 

〔佐々木生活環境担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　生活環境担当課長。 

○生活環境担当課長（佐々木智紀君）　大きな目的については、それぞれの団体

同じ目的です。 

 

〔箱崎委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　箱崎委員。 

○８番（箱崎英輔君）　これで３回目なのですが。この３つの団体の目的が一緒

というところと、ほぼ高齢化になってきているのと。ただ、１番目の交通安

全指導員というのは先ほど言いましたように町長が委嘱する非常勤の特別

公務員。２番目は全国規模がある中での安平支部。母の会はボランティア団

体なのですが、特にこのボランティア団体の母の会ですが、こちらの方も高

齢化になってきているところと、それと今こういう時代になるとジェンダー

レスになっていて、母の会は女性しかできないのか。女性だからできる活動

なのかというところでいろいろ話題になっているらしいのですが。この辺の

３つを統合するというか整理するお考えがあるかどうか伺います。 

 

〔及川町長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　町長。 

○町長（及川秀一郎君）　今ご指摘いただいた他に交通安全協会もあって、実質

交通安全を目的とした団体等がボランティア団体含めて４団体あるという

ことで、交通安全協会はそれで独立していいと思っているのですが、交通安

全推進委員会の会長は私がやらせていただいているので、まさしく４月・５

月・６月総会シーズンとか、いろんな団体の総会が交通安全で重なってきま
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すけれども、ほぼ同じような取り組みに同じ団体の方皆さん協力していただ

いてやっているものですから、そういったことから内部でも協議とか検討と

か考え方は今打ち合わせ等もしているのですが。私としては交通安全推進委

員会がトップに立って、その中でこれまでさまざまなご協力してきていただ

いた指導員の皆様方だったり交通安全母の会の皆様方が一緒に傘下に入る

形なのか、部会制みたいな形を取るのか。いずれにしても１回で総会だった

り役員だったり、そういったところも重複しているのも多数いますので、そ

ういった解消をしていきたいと思っていますので、ご指摘いただいた課題観

は共有しています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

〇７番（三浦恵美子君）　59ページのところ。一つずつ伺いますが、移住支援金

について。こちら執行なしなのですが、こちらの要因を伺います。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　こちらは対象者ゼロということではありま

すが、内容としてはこちら北海道との共同事業の位置づけになっています。

北海道が実施する地方創生推進交付金を活用したものでして、東京圏から北

海道の市町村の移住を促進するための取り組みで令和元年度から実施され

ている内容となっています。対象要件が少しハードルが高い内容となってい

まして、うちの町でも予算を組んでいたのですが、実績があったのは令和５

年という１年の状況です。要件は移住直前の10年間で通算５年以上、直近１

年以上、東京23区内に在住または首都圏から東京23区へ通勤していた者等と

いう、かなりターゲットが限られている現状がありまして。本年についても

ゼロ実績の中身になっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　こちら例えば長いこと東京圏に住んでらっしゃって、

こちらに戻ってきて。そこで何か就労しなければ当たらないものなのか。そ

ういう要件はついていないのか。また、この制度の周知はどうなっているの

か伺います。 
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〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

〇まちづくり担当課長（山口崇君）　定住した後の要件まで確認不足ですが、基

本的には事業の実施主体が北海道なこともありまして、予算の連動も北海道

がまずこの方を認定したよとなった際に町も25％、国50％、道25％、市町村

25％という事業費の割合区分になっていまして。まずは北海道の方がここを

メインに制度設計をして動かしている状況になっています。当然どこの市町

村もこうした移住者を受け入れたい希望は強いので、そこに賛同しながら実

施している状況となっています。入口が要件が厳しくて予算も厳しいという

背景があって、北海道ではホームページ等で掲載したりフェアで必ず、東京

で実施する移住フェア等で北海道で設置する移住協議会でＰＲ等かけてい

る現状にはあるのですが、うちの町でこの制度を使って移住してきた方は少

ない状況になっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　では、こちらの制度に関しては道が主導でやっている

ので町としては積極的に広報を含めやっている感じではないのか。それとも

道の要綱に則って町としても広報しているのか伺います。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　私どもの方も移住の取り組みの際にこうし

た制度も一緒に周知していますので、対象者が出た際にはこうした部分をご

説明しながら北海道と連動して動いているという状況になっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員、他のところですか。 

○７番（三浦恵美子君）　そうです、別な項目で。その下にある若者雇用助成金

も、こちら令和４年もゼロ、令和５年もゼロ、６年度もゼロということなの

ですが。要因など伺えたらと思います。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 



‐ 49 ‐

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　こちらの助成金は安平町の定住促進条例に

基づいて設置している助成金になるのですが。令和３年度に改正した際にこ

の助成金が新たに立ち上がっているものです。対象は35歳未満の正規職員と

して町内企業に雇用した場合と。その際に本人に対して10万円相当のあびら

ポイント、さらに該当する正規職員を雇用した企業に対しては５万円を支給

するという内容の助成金となっているのですが。こちらについても残念なが

ら対象になる正規雇用が行われていないという状況になっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　では、こちら制度開始から雇用された方とか使われた

事例は無いということなのか。昨今、正規雇用で働ける若い人って、すごく

非正規雇用が増えた関係もあるのか減ってきていると思うのですが、この条

例自体はどのように費用対効果というか、そういう効果を含めて、担当課と

してはどのように分析しているか。せっかく創設されても毎年ゼロだとちょ

っともったいない気もするのですが、その辺についてどのようにお考えです

か。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　実績についてですが、令和３年度に実績１

件の状況です。また、この条例のメニューについての評価であったり分析・

検討ですが、先日令和８年度に向けた予算の実施計画のヒアリングが理事者

等とございまして、その際にもこの助成金メニュー以外にも出生祝金とか結

婚祝金、転入助成金等、町の定住促進条例の中には各種助成金を明記してい

るところですが。その点についても総合的に点検するようにというご指示も

いただいていまして、今課題観として担当としても認識しています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員。 

○２番（米川恵美子君）　58ページの移住体験、 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員、申し訳ありません。マイクの方に。 

○２番（米川恵美子君）　はい。58ページの移住体験関連備品ですが、これ移住
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体験の住宅って、どれほどあって何人が体験しているのか。どんな備品が必

要だったのか伺います。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　まず、この関連備品ですが、お試し暮らし

住宅に整備していました備品を購入したものになっていまして。お試し暮ら

し住宅がこれまで定年退職をした方が田舎に住むという夫婦２人暮らしの

方を主に対象とした家具を揃えていたのですが、今安平町の施策を進めてい

るのが子育て世代ということがありまして、子育て世代の方が利用してくれ

た際にテーブルが小さくてとか、子どもと一緒にご飯を食べる際に少し不便

なんだということがアンケートからお声をいただいて、昨年そこにかかるリ

ニューアルとして各種備品を入れ替えたところです。内容が洗濯機、掃除機、

ダイニングテーブル、キッズチェア、あと子育て用とは直接関係ないのです

が、ＦＦストーブが急遽故障しまして、それを購入したので金額が40万6340

円となっています。 

あとお試し暮らし住宅の利用状況ですが、令和６年度の実績としては16組

の方で52名の方が利用している状況となっています。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員。 

○２番（米川恵美子君）　それでその下の59ページですが、移住暮らし推進協議

会交付金って。これ説明資料の、 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員、マイクの方にお顔を近づけてください。 

○２番（米川恵美子君）　はい。説明資料の35ページに載っていますけれども。

これは交付金ですから、どういう内容で、どこにこの交付金を出しているの

か伺います。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　交付金の交付先は、あびら移住暮らし推進

協議会に対して交付している中身となっています。 

協議会の目的としては、官民の連携により安平町への移住交流の推進や関

係人口との新しいつながりづくりを展開し、移住者と町民、交流と協働を通

じた地域コミュニティ機能の維持向上や持続的な地域の活性化を図ること

を目的として事業を展開しています。 
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主な事業内容としては、移住ツアーだったり、移住交流イベント、プロモ

ーション経費、地域おこしインターン等の受け入れ業務等を実施している状

況です。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員、３回目です。 

○２番（米川恵美子君）　あれ、 

〇委員長（鳥越真由美君）　あ、２回目です。 

○２番（米川恵美子君）　今のところ２回目で間違いないですね。 

移住推進って、この成果がどれぐらいあって移住者はどれぐらいいて、こ

れほどの金額の交付金出している団体の活動ですから余程一生懸命真剣に活

動してくださっていると思うのですけどね。これが移住につながったとか、

そういう成果はあったのでしょうか。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　移住実績については令和６年度については

29組69名となっています。また相談件数が247件という状況になっていまし

て、こちらも移住実績を捕まえるというのは実務的に厄介なところなのです

が、転入・転出だけの統計資料から拾えないところを各種イベントを実施す

ることで関係性であったりお名前等を把握しまして、それがツアーに来てい

たとかお試し住宅に来ていたとか、オンラインツアーに来ていたということ

を情報として蓄積して、それをこちらの方でいろんなイベントをする際にも

必ずご案内を差し上げて、ぜひ参加していただけませんかという取り組みを

つなげているところです。 

参考までに申し上げますと、この移住協議会が立ち上がる前までは令和３

年度の移住実績が７組15人、こちらも把握の仕方が難しいので単純な比較に

ならないのですが、７組15名で相談件数は114件だったのですが、協議会が

立ち上がったことでそうした情報の集積や一元化ができたのかなと評価、分

析しています。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員。 

○２番（米川恵美子君）　58ページの一番下の民間賃貸共同住宅と建設支援事業

助成金ですが、町内と町外の建設に対する助成金の出し方、金額が違ってい

たと思うのですが。これは資料の36ページに載っていましたが、何件ぐらい
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あってこの金額になっているのか。安平の方もラピダス関連の方が移住して

建設したところに移住してくれていますという話は聞いていますけども。件

数について伺います。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　令和６年の実績は３棟17戸となっていまし

て、１件が早来大町に１棟８戸分建っています。もう１つは安平に１棟５戸

分、もう１つが早来栄町１棟４戸分。こちらの合計３棟17戸分の助成金とな

っています。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員。 

○２番（米川恵美子君）　今、国道縁にアパートが建設されていますが、この助

成事業はいつまで続けると考えているのか。まだそこまで考えないで、でき

るだけ続けたいと思っているのか伺います。 

 

〔及川町長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　町長。 

○町長（及川秀一郎君）　これは令和６年度の決算も今説明したとおり、一時期

この予算を組んでも実績がゼロということが２か年続いたんですけど、今住

宅需要等もありまして、米川委員おっしゃるとおり安平地区にも複数建って

きている。これから今、早来学園前を町で整備してそこにも誘導かけていき

たいと思っていますし、先般全員協議会で説明したＪＲアパートの建て替え

のあの空きスペースもそう言ったような形で町が宅地をある程度整備して

そこに住宅を誘導かけていく方向性も今後示しながら、どこでもいいですか

らっていうステージから政策的に誘導をかけていくといったやり方の工夫

をさらに凝らしていきたいと思っていますが、そういった意味合いから継続

は当面の間していきたいと思っています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　今の民間賃貸共同住宅建設支援事業で、先ほど町長か
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らご答弁いただいたのですが。追分中央のＪＲの跡地にも進めたいとおっし

ゃっていただいたのですが、こちらの地域、町の公営住宅もありまして、そ

ちらとの兼ね合い、競合などいろいろ出てこないかなという心配もあるので

すが。町としては公営住宅になるべく入っていただいて町に家賃が入った方

がいいとは思うのですが。そこら辺、民間とのバランス含めどのようにお考

えか伺います。 

 

〔及川町長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　町長。 

○町長（及川秀一郎君）　決算の関係ですので、先ほどの現在進行形の話とは切

り離したとしても同じ考え方ですので。公営住宅はこれまで、旧町時代から

整備してきましたが、当然更新時期だったり修繕・補修等々に多額の経費を

要していることもありますし、空きが目立ってきているところをご指摘いた

だいたりご提案いただいて特公賃に一部部屋を切り替えたりといった形で

ニーズに合った対応をしているのですが。やはりある程度の所得がある方に

ついて公営住宅入れないといったところもありますので、公営住宅は公営住

宅としてすでに整備されていますので、これから不足している民間共同住

宅、アパートの建設がニーズがある時期までは町としても何らかの政策誘導

はしていきたい考えは当時からありました。現在もそこは変わりないという

ことです。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　先ほど米川委員が質問された部分で、あびら移住暮らし、 

〇委員長（鳥越真由美君）　申し訳ありません高山委員、もうちょっと近づいて

ください。 

○10番（高山正人君）　あびら移住暮らし推進協議会という会があるということ

ですが。この受け皿となる窓口はどこになって、どの方が代表されているか。

この中身がどこに持って行くのかわからないので教えてください。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　会の代表は町長が代表していまして、事務

局は政策推進課、政策推進グループとなっています。 
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〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　であれば構成されている方がいらっしゃるということに

なると思うのですけど。どれぐらいの規模で皆さんとお話を協議しているの

か伺います。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　まず構成団体が16団体ありまして、安平町

観光協会、建設協会、商工会、農協の各支所、町内のＮＰＯ法人の方等々16

団体で構成しています。 

基本的には年１回の総会がベースになっていまして、その間幹事会等を実

施したり、また事業ごとに動く際には各構成団体と連携しながら実施してい

る状況となっています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ60、61ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　60ページの15目財政調整基金費の市町村備荒資金組合

追加納付金の部分。兼ねてから積むようにお願いしていたとは思うのです

が、この積む金額を決められた基準は何かあったのかどうか伺います。 

 

〔木林企画財政担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　企画財政担当課長。 

○企画財政担当課長（木林一雄君）　こちらの方は全員協議会でもお話したかと

思いますが、被災者へ配分後の災害義援金の残金を普通納付金として追加で

積み立てしたものです。 

 

〔三浦委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　ということは今回単発的なことになるのか、それとも

今後もそのような計画があるのか。今年度のことだから駄目と言われたらそ

れまでなのですが。今後について何かお考えがあれば伺います。 

 

〔木林企画財政担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　企画財政担当課長。 

○企画財政担当課長（木林一雄君）　現在のところ、これで一旦終わりまして、

他に何もない限りは追加で積み立ては今のところ予定はありません。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ62、63ページで質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ64、65ページで質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ66、67ページで質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ68、69ページで質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ70、71ページで質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ72、73ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　まず72ページの９目高齢者福祉費の12節委託料の生活

支援事業委託料、こちら利用実態がどのようになっているか伺います。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　生活支援事業委託料の関係ですが、町外

通院移送運行の部分と、外出支援サービスの部分、それと高齢者冬の生活支

援、これ除雪サービスのことですが、こちらの３本の事業となっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　利用実態、実績ということで伺ったのですが。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　すみません。町外通院の関係ですが、こ

ちらについては42名の登録がありまして、延べ人数ですと301名の方が利用

されています。 

次に外出支援サービスの方ですが、こちらについては51名の登録で延べ

723名がご利用されています。 

それと除雪サービスですが、こちらは42名の登録がありまして、それぞれ

サービスを受けられている状況になっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　多分この１番目の町外の通院移送の関係は拡大して、

透析だけではない形で進めた事業だったと記憶しているのですが、その分実

績が、ご利用いただける方が伸びたのかどうかその辺伺います。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　町外通院については令和５年度では37名
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の登録がありました。令和６年度は42名の登録ということで５名ほど登録人

数が増えていまして、それにより全体の利用数も増えているということです

が、ただ透析の方は年度途中で利用されていた方が亡くなったりもありまし

て、若干年間では増えたり減ったりもありますが、全体的には登録者数も増

えているということで、利用されている人数は増えているということになっ

ています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　町外への通院については意外と私もご相談を受けるこ

とが多くて。この制度の周知またはたくさん周知したらその受け皿というか

受けることができるのか含め、どのようになっているか。ご利用されている

人数が少ないか多いかは分析し兼ねるのですが、その辺どのようにお考えで

すか。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　先ほど申し上げましたが、今現在の利用

者数増えているということで。これは社会福祉協議会さんに委託させていた

だいていますが、社会福祉協議会さんの方でいろいろとやりくりをしていた

だきながら、皆さんが利用できるような形で調整していただきながら進めて

いることでして。中にはどうしても調整つかない場合もたまにはあります

が、ほぼご希望どおりにご利用していただいていると認識しています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　この制度について、周知はどうしているかということ

も伺ったのですが。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　周知方法としては、こちら皆さん幅広く

使っていただけるものではないので、介護サービスを受けている方というか

利用者を限定した中での運行になっていますので、幅広く周知をしているも

のではありません。ケアマネさんが付いている方が利用されるものですの
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で、そのケアマネさんがそういった状況を見ながらご自分あるいはご家族が

通院することが難しいと判断した場合は申請書の方にケアマネさんの方で

代筆だったり直接書いていただいたりという中で提出いただきながら事務

の調整について進めさせていただいている現状です。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　別なところ。 

○７番（三浦恵美子君）　はい。 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　その下の12節委託料の緊急通報システムですが、こち

らは毎年伺っているのですが、６年度に対しての実績はどのようになってい

るか伺います。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　緊急通報システムですが、こちらは３月

末時点の実績となりますが、令和６年の３月末ということでいけば115件設

置されています。令和５年度の３月末でいきますと133件なので、令和６年

の方が若干の件数は減っていますが、この要因としては利用されている方が

施設に入られたとか、入院されたとか、死亡されたこともありますが、こち

らについては10件、20件の変動はあると思いますが、撤去とか新しく設置さ

れているという状況の中で、年度の中でいけば変動はありますが、平均して

大体120件前後の件数で推移しています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　こちらですが固定電話も廃止している家もあって、そ

ういう場合は設置できないとか、あと多分お風呂では使えないですよね。ペ

ンダントをお風呂に持って行っても使えないですよね。ただ、お風呂でお一

人で亡くなる事例も結構出てきているので、そういうところでも使える、今

後見直しをかけるとおっしゃっていただいたので、ここら辺どこら辺、いつ

見直しをかけるかも微妙だとは思うのですが、性能のいいものに替えていく

というお考え、計画があるか伺います。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　まず、お風呂の脱衣所になりますと機械

ですので濡れてはいけないものですから、そこは取り外していただいてご利

用いただくのが原則となっています。 

おっしゃったように今の緊急通報システムは固定電話のみの設置となっ

ていますので、以前ご答弁差し上げていますが、今代わりになるものを検討

している段階に入っていますが。これ先の話になりますが、来年の令和８年

度には新しいものを付けることに対する視察も予定をさせていただいてい

まして。これまだ計画なのですが、今あくまでも計画ということでご答弁差

し上げますが、今の緊急通報に変わるもの、あるいは併行して何かできない

かということで検討しているものとして、確か８月20日だったと思いますが

苫小牧東病院の方のご紹介を受けて奈良県立大学の先生が開発に携わった

という機械がありまして。その機械というのがご家庭の配電盤、ブレーカー

に機械を取り付けて日々の電気の使い方が情報として取得できるというも

のがあって。日々どういった電気の使い方をしているかによって、その方の

生活のリズムとか電気が盛んに使われている、全く使われていないみたいな

情報収集ができる機械だとお聞きしていまして。それについては今、沼田町

さんの方でモデルケースとして実際に使われていることもあって、そういっ

たことの視察も含めてやっていきたい考えは持っていまして、それが実現す

るかどうかはわからないのですが、そういったものも一つの手段かなと考え

ています。これはあくまでも決定ではありませんので、現段階の考えとして

お伝えしておきます。 

 

〔田中副町長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　副町長。 

○副町長（田中一省君）　補足します。只今機器よりも、こういう問題について

はいつ何時という部分があります。心疾患・脳血管疾患については生活習慣

病から来ていますので、これは保健師の訪問とかの部分があります。 

只今、健康福祉担当課長が言いましたとおり、今現在の予定の予定ですか

ら。これが果たしてそうなのか。例えば古くからはＩoＴ福祉事業という形

で電気ポットの発信番号をやるとか、そういうメーカーもあります。それら

全体としてどういう形でこういう高齢者の命のリスクをどう発見してどう

するのか。昔からはトドックの連携もやっています。これを全体含めて緊急

通報システムに代わるものがあるのかどうかの検討段階に入っている形で

ご理解いただきたいと思います。 

 

〔及川町長挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　町長。 

○町長（及川秀一郎君）　先ほど小板橋課長が説明した際には自分も同席してい

たので、そういったご提案だったり検討はしているのですが。緊急通報シス

テムに代わる緊急度、長期的な疾患を見つけたりさまざまなことができると

いう素晴らしいものだと理解しているのですが、緊急的なところが逆に弱い

点だとも思っているので。その緊急通報システムも過渡期だと思っています

から、その経費に見合う分ぐらいで新しいものを導入できればいいなという

ところも含めて検討中です。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

〇７番（三浦恵美子君）　ぜひ進めていただけると良いかと思います。よろしく

お願いします。 

次、別なところをお聞きしたいのですが、73ページのこちらも毎年伺って

いるのですが、19節の扶助費の福祉灯油に関してですが、６年度の実績、受

給された割合を含め、もし押さえていたらお願いします。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　福祉灯油の関係ですが、こちらについて

は383世帯になっていまして、令和５年は392世帯になっています。 

６年度の実績の内訳としては非課税高齢者768世帯のうち364世帯が申請

をされています。 

それと、ひとり親世帯24世帯のうち14世帯が申請されています。 

それと、しょうがい者世帯で24世帯のうち５世帯が申請されており、合計

383世帯となっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　こちら割合を含め実績が多いのか少ないのか。見方に

よって変わると思うのですが、担当課としてはどのように分析されているか

伺います。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 
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○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　申請率からいくと大体50％を切るぐらい

になっていますが、年々少しずつ申請率が上がってきていますので、それな

りの一定の効果はあるのではないかという認識を持っています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　こちら毎年申請だったはずですが。ある程度情報を掴

めてらっしゃると思いますし固定されている方もいると思うので。難しいと

言われたらそれまでですが、プッシュ型で対象者にお知らせできる形が取れ

るともっと受給する方が増えるのかなと思うのですが。家族構成変わったり

いろいろ変わって難しいこともあると思うのですが、自分が対象かどうかわ

からない方もいらっしゃったり、結構いらっしゃるのではないかと思うので

すが、その点についてご検討の余地があるかどうか伺います。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　この福祉灯油の予算については、毎年12

月議会の補正予算で対応させていただいています。こちらについては必ず毎

年実施すると決まっているものではありませんので、毎年10月、11月の灯油

の単価に応じて5000円にするか１万円にするか、あるいは実施しないかとい

う協議の場を設けて設定させていただいているものでして。 

あとプッシュ型というお話もありましたが、そちらについてはあくまでも

個人の申請によりまして、その申請に基づいて課税なのか非課税なのかとい

った調査、照会がかけられる流れがありますので。いくら役場職員だからと

いって勝手に個人の情報を検索するのは制度上できないことになっていま

すので。そちらはあくまでも申請をいただいて調べることに同意しますとい

った申請書に基づいて該当する・しないの判断をさせていただいています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員。 

○２番（米川恵美子君）　先ほど三浦委員が質問したところと同じところですが、

緊急通報システムの通信受信業務の委託先はどちらですか。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 



‐ 62 ‐

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　札幌にある安全センターという会社にな

ります。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員。 

○２番（米川恵美子君）　夜中にこの緊急通報システムを使って連絡したところ

札幌だから急には行かれないからといって症状を聞かれたのですね、その高

齢者の女性の方がね。話しているうちにちょっと元気になって滑舌も良くな

ったことがあったものですから、先方が「札幌からだったら行くのに時間が

かかるから、あんたそれぐらい元気だったら朝になってから病院行きなさ

い。」と言われて、本当はすごい不安だったんだけども、そういわれたから

来てもらえなかったので我慢して一睡もしないで朝明るくなってから友達

に連絡をして時間を見て病院に行ったという事例を聞いたのですよね。 

だからこれ札幌が受けてくださる場所であれば、その後もしも救急車の依

頼とかはどうなるのですか。当然、地元夜中は早来も追分も地元のお医者さ

んでは対応していただけないですからね。だからそういうことで緊急で夜中

にこのシステムで通報した場合、どうなるのかお尋ねします。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　緊急通報で安全センターにつながった場

合、これは24時間つながりますが、出る相手は保健師の資格を持っている方

が対応していただけます。その電話の内容によっては安全センター側の判断

で救急車呼びますよと言ったこともありますし、あるいはご利用されている

方で呼んでくださいと言ったご連絡される方もいらっしゃいます。 

安全センターの方で我慢しなさいとか朝まで待ってくださいという話は

恐らく無いのではないかと思っています。そういったことを実態としてはあ

りませんので、聞き間違いか何かされているのかなとは思いますが。もし、

そういった状況で安全センターの方で救急車が必要だと思えばすぐ呼びま

すからということで、それは安平町内の消防の方に連絡が行って安平町の消

防の方がかけつけることになっていますので。朝まで病院開くまで待つとい

ったことではなくて、本当に調子が悪いというか体調不良を訴える状況であ

れば遠慮なく救急車を呼んでいただきたいと思っています。 

 

〔田中副町長挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　副町長。 

○副町長（田中一省君）　補足します。実際のときにはつながったからいいので

すが、つながらないケースはそれぞれ保証人がいますので警察に連絡し、消

防救急を発信しましたと。実際に私が保証人やっていましたものでしたから

行くと応答がないので窓ガラスを割って中に入ると、その方は耳が聞こえな

い方で補聴器外れていて、たまたま向こうの方から大丈夫ですかというのは

２時間ぐらい言い続けていたと。それが夜中になって全く２時間で応答が無

いので保証人だった私のところに連絡が来て窓を開けて入ったという事例

がありますので。なんにしても「あなた大丈夫ですから病院行きなさい。」

というのは私の方でも健康福祉課長の時代でもそういう話は聞いていませ

ん。以上、具体例を申し上げて補足しました。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員。 

○２番（米川恵美子君）　必ず高齢者の人のところには保証人みたいな人は登録

していただいているわけなのですね。今、私が相談を受けた人の場合は、も

しかしたら具合悪いから聞き違いしたかもわからないですけども。一応そう

いうことも含めて、もし救急車を呼ばなくちゃならないのであれば「地元の

消防の救急車が来ますよ、救急車が来るのが速いですよ。」と伝えておいて

もよろしいですか。そうしたら安心するだろうと思います。だから救急車呼

ばなくちゃならない、それははじめに電話を受けたところの札幌の専門家が

お返事してくれるのでしょうけどもね。だけど救急車が呼ばなくちゃならな

い場合には地元の消防が来るということなのですね。 

それから最近携帯電話を持っていて固定電話の契約をやめたというとこ

ろが出てきているのですよね。その場合は、通報システムは独自の回線で通

報システムを設置できるのかどうか伺います。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　回線については固定電話に限るというこ

とで先ほどお答えしているのですが、独自ではなくて今使われている固定電

話に線を接続するといったものですから、特別工事が必要となるものではな

く、現在お使いの固定電話の回線でそのまま使っていただけるものにはなっ

ています。 

廃止した場合は、今の段階では固定電話でしか使用できないものになって

いますので、それ以外の方策について先ほどお答えしましたがどういった機
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器がいいのか選定も検討の段階に入っていますので。幅広くどういったもの

がいいのかを調査研究しながら進めさせていただきたいと思っています。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員、３回終わりましたけれども。 

○２番（米川恵美子君）　答えていただいていません。 

〇委員長（鳥越真由美君）　答弁漏れについてですね。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　救急車の関係については、緊急通報シス

テムが付いているからといってそこに必ず連絡してくださいというもので

はなくて、本当に救急を要する場合は一番に救急車を呼んでいただきたいと

思っているのです。119番にかけていただいて救急車を呼んでいただくのが

一番早いので。どうしても緊急通報を使ってしまうと、やりとりして症状を

話したり救急車呼びますか・呼びませんかといったやりとりもあるものです

から。一刻を争う場合はまずは119番を第一に考えていただければと思って

います。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ74、75ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　75ページの11目介護支援費の11節役務費の通信運搬費

ですが。こちらは今回実績があったのか、何人サポートは登録されて対象者

は何人登録されたのか含めて伺います。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　こちらＳＯＳネットワーク事業の関係にな

るのですが、令和６年度は81名の協力員の方がいらっしゃいまして、登録者
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は18名となっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　実際に行方不明者が出て、協力員に要請を発したとい

うことは６年度は無かったということでよろしいですか。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　最近、町内には認知症の方が増えてきてい

まして。ただ、そこは警察の方と包括支援センターで、すぐ緊急に一次捜索

みたいなことをして見つかったというのは年に５回ぐらいはあります。 

その中で、そこで見つからなかった時に家族の方が警察に捜索願を出した

時と同時に、こちらの配信をする仕組みとなっていますので。令和６年度は

９月30日にテスト配信はさせていただいています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　このＳＯＳネットワークを使う前に見つかったという

ことで良かったと思うのですが。不具合含めそういうことも特段テスト配信

で見つからなかったということでよろしいですか。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　このテスト配信をして、チェックをして不

具合は見つからなかったものになっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　75ページのその下の部分。地域型在宅介護センター委

託料。こちらどのような実態で、どのような業務内容か。その辺含めお願い

します。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 



‐ 66 ‐

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　在宅介護支援センターは富門華会さんと三

井さんに、安平の郷にお願いしていまして、こちらは24時間365日在宅介護

の相談を受けるというものになっています。 

実績としては大体月平均で１件、２件ぐらいの相談があって、それを包括

支援センターに報告していただいて情報共有しながら行っています。 

あと高齢者の実態調査、65歳以上の方の調査をこの在宅介護支援センター

の方に委託して、そこで調査を上げていただいて包括支援センターで分析し

ている部分があります。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　その実態調査の結果も集計なども含めこの委託先にや

っていただいて、その結果を包括で受け取るという形になっているのかどう

か伺います。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　在宅介護支援センターにお願いしているの

は、利用者の方に訪問して調査項目を仕上げていただくところまではしてい

ただいているのですが、その後の集計分析については地域包括支援センター

グループと介護グループで合わせて行っています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　別な項目で伺います。その下の生活支援事業委託料、

５年度・６年度と実績ゼロですが、要件が厳しいのかもしれないのですが、

その要因について担当課としてはどのように分析されていますか。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　こちら介護者が生活支援整備事業の条例の

中に、洗濯をした時に利用者の方が布団の乾燥とか洗濯をした時に、その利

用者の申請があって介護グループの方でそこを、利用者から申請があった部
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分を委託して洗濯をしてもらうという事業なのですが。そこがなかなか最近

はニーズが無くてゼロにずっとなっている状況です。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　私の認識違いだったらあれですが、要件が要支援１、

２の方対象なのでしょうか。それとも違うのでしょうか。 

ニーズがなかなか最近無いといったところですが、必要な方はどのように

洗い出されるか含め伺いたいのですが、その辺お願いします。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　対象者は概ね65歳以上の独居または夫婦の

いずれかが65歳以上の世帯に属する方で、傷病等の理由により寝具の上げ下

げ等、衛生管理が困難な者というところで、対象品目としては布団・掛け布

団・タオルケット・丹前・ムートン布団とかあるのですが。あとはなかなか

最近需要が無かったので、もしあれば包括支援センターとか日々の業務の中

で周知はしていきたいと考えています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　ということは要介護を受けているか否かの要件はない

ということでいいのかどうか。となると困難ですと言ったら比較的受けやす

いサービスなのかどうなのか。その点について伺います。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　一度整理させていただいて、後ほど答弁さ

せていただきたいと思います。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　審査の途中ですが、ここで２時50分まで休憩します。 

 

 

休憩　午後　２時 37 分 
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再開　午後　２時 50 分 

 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　休憩前に引き続き会議を再開します。先ほどの質疑

で答弁保留がありましたので答弁を求めます。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　今、担当に聞きましたところ、実際に実績

があったのは今から十何年ぐらい前にあって、今その当時と生活様式が変わ

ってきて、ほぼ高齢者の方はベッドを使っている方が多くて、なかなか布団

乾燥まで行っていないところが聞かれました。 

ただ、この条例の対象とか内容について今とは状況が変わってきている部

分があるので、ここは一度見直しをかけた方がいいのではないかという部分

があったのですが、そこは利用実績が無かった中で議論が進んでいなかった

ところがありましたので、今後検討課題としてこの事業を廃止するなら廃止

するとか、どのような形が一番いいのか、新しい違ったものに変えていくと

いったところを検討して今後作っていきたいと考えています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員、４回目になりますが大丈夫ですか。この

件についてですよね。では１回だけ。 

○７番（三浦恵美子君）　10年以上実績が無いと社会情勢も生活様式も変わって

いるからというのは納得ですが。まず要支援とか要介護を受けていないと駄

目という条項になっているのかどうか。見直しかけていく必要があるのはそ

のとおりだと思うのですが、そこら辺の確認と。 

あとは必要な方に必要な支援が届くような、制度を見直しするなら制度に

つなげていただきたいと思うのですが、その点についてお願いします。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　安平町在宅高齢者等生活支援に関する条例

の中の寝具洗濯乾燥消毒サービス事業ということで、概ね65歳以上の独居ま

たは夫婦のいずれかが65歳以上の世帯に属するという部分がありますので

基本的には要支援１とか２とはなっていない部分があって。 
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内容については、元々これは確か介護保険制度が始まる前からもあって、

それを当時は道がやっていたのを町の方に介護保険制度を同時に事業化し

た部分も私も古い記憶を戻すとあってですね、その中でこの生活支援事業を

今後どのように見直していくかもあると思いますので、そこを介護者の手当

とか用品の支給の部分も廃止している自治体もあって、そこを含めた中で一

度検討したいと考えています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ76、77ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　76ページ、まず１点目。上の方の外国人介護人材確保

事業助成金。こちら昨年の決算ベースで減額となっているのですが、実績に

ついて伺います。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　実績ですが、安平の郷で１名の方の申請、

あけぼの会で１名の申請がありました。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　この部分も介護人材が不足する昨今で必要な部分にな

っていくと思いますので、ぜひ使いやすさ含め、申請などのしやすさ含め、

もう一度検討していただいて使いやすいようにしていっていただけたらと

思いますが、その点について担当レベルで検討などを行っているかどうか伺

います。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　この事業が外国人の技能実習生と特定技能
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１号の雇用の受け入れに関する支援で、一人当たりの受け入れ費用の２分の

１を上限として120万までを上限として、費用の２分の１を助成する事業と

なっています。近年は事業所の方から聞いたのですが、他自治体の事業所の

比較的給料が高い方に再就職してしまったり、あとは今の円安の状況で日本

が選ばれていない状況をお聞きしています。あとは技能実習制度が育成就労

制度に今後変わって、その中でどういう状況になるのか。その制度が定住を

促すような制度に変わってきている部分もあって、この部分がなかなか、ど

んな風に変わっていくのかという形で言っていました。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　その定住を促す制度に変わっていく段階で、この助成

金についても再検討が必要といったところになってくるのかどうかお願い

します。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　特に事業所からは今の制度が使いづらいと

いうことは全く聞いていませんので、このような形で進めていきたいと考え

ています。すごく喜ばれている事業となっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　他の部分で。その下の入院給付費助成金についても今

年度、６年度実績をお願いします。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　こちらは74日分の助成となっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　ここの部分もますます必要になってくる制度かなと思

うのですが、特段事業所から改善してほしいとか、こういうことが別に要望
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がありますとか、そういうことがあったかなかったか。その辺お願いします。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　事業所からはすごく喜ばれている事業です

し、この事業をやっている市町村がほとんど無いと思うのですよね。なので

安平町が独自で先行してやっているというところです。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　こちらの制度の認識が、何か月までとか確か決まって

いたと思うのですが。そちらを決めたその基準とか万度に使われた方もいら

っしゃったのか、その辺含めお願いします。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

ここまで2：01：15 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　基本的には入院が３か月までと医療の方で

決まっていますので、そこと合わせてこの事業を作っているのですが、万度

という方はいなかったと思います。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員。 

○２番（米川恵美子君）　76ページの上から２段目。介護職人材育成確保対策交

付金です。これ２名分ですね。確か一人当たり60万円って伺いましたが、こ

れは２名分で間違いないですね。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　令和６年度については、２名の方がこの制

度を利用して卒業後に陽光苑に就職しています。 

 

〔米川委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員。 

○２番（米川恵美子君）　この制度は大変いい制度だと思うのですが、授業料も

上がっていますし生活費も上がっていますし、この最近の物価高から考える

と。だからもう少し今後の課題として交付金をもう少し上げる方法で考えて

いけないものかどうか。この２名確保できたことは本当にいいことだと思う

のですが、いかがですか。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　この事業は安平町の介護事業所と安平町で

折半して授業料の補助をするという部分がありますので、基本的には授業料

については全くかからないで学業をして介護福祉士の資格を取ることがで

きていますので、基本的にはこの制度はこのままで実施が一番いいのではな

いかと考えています。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員。 

○７番（三浦恵美子君）　その下の外国人介護職人材確保事業助成金ですが、こ

れも生活費にもう少し上乗せできるぐらいの助成金制度を個人に、介護を担

っているその外国人個人に差し上げるような、それを生活費に賄えるぐらい

の金額を、生活費の足しになるぐらいの金額を上乗せできないかどうか伺い

ます。 

 

〔阿部国保介護担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　国保介護担当課長。 

○国保介護担当課長（阿部充幸君）　この事業は安平町の福祉施設で介護人材が

足りなくて、日本人ではなかなかそこが賄えないということで近年外国人を

雇用するといったところで、ただ外国人を雇用するにも多額の費用がかかり

ますので。そこを町と事業所で折半して人材確保をしている事業ですので、

その外国人の方の生活費といったところは全く入っていない事業となって

います。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　76ページの12目しょうがい者福祉費の７節報償費の委

員謝礼。こちらはどのような内容で実績はどうなっているか。何名の方でこ

れされていらっしゃるのか伺います。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　相談員の関係ですが、こちらについては

身体障害者相談員で１名、それから知的障害者相談員１名、合計２名の相談

員を設置させていただいています。 

この報償費の金額の根拠ですが、こちらについては北海道が定めていまし

た単価を権限移譲によりまして各自治体の方に移譲されていまして、その際

にその単価をそのまま引き継いだ形で支出をさせていただいているもので

す。 

実績としては、相談員からの直接の相談報告は無いのですが、地域の方か

らお話があった際には相談いただける体制はとっていますので、何か相談事

があればぜひ相談員に相談いただきたいと考えています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　そこは多分、相談員謝礼５万200円のご説明だったの

でしょうか。伺いたかったのが委員謝礼の33万6000円の部分で、こちらどの

ような内容と何人で構成されているのかをお聞きしたかったのですが。この

部分も相談員の部分だったのでしょうか。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　ご質問いただいたのは下の方の委員謝礼

の33万6000円の方で理解させていただきました。 

こちらの方については、障害支援区分認定審査会。こちらは安平町・むか

わ町・厚真町の東胆振３町で構成されている審査会の障害区分を判定する委

員に対する謝礼ということで、安平町については２名の委員、それから厚真

町は１名、むかわ町が２名の合計５名の委員による支出ということで、６回

開催されていまして延べ28名分を支出させていただいているものとなりま

す。 
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〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　ということは、昨年ここの経費が無かったので。この

３町の胆振で事務局を回してやっていて３年に１回回ってくる部分の経費

執行なのかどうか。理解があれなので教えてください。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　こちらは令和６年度から安平町が当番町

となりまして３年間事務局を務めることになります。令和６年から令和８年

度までがこういった経費の計上が出てくることになります。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ78、79ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　78ページの２項１目児童福祉総務費の７節報償費の講

師謝礼の部分。昨年度の決算ベースでは執行なしだったかなと思うのです

が、どんな内容を実際に実績があったか。どのような形で行われているか伺

います。 

 

〔佐々木学校教育担当次長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　学校教育担当次長。 

○学校教育担当次長（佐々木英生君）　講師謝礼については安平町のＣＦＣＩ研

修にかかる講師謝礼を支出しています。この研修会については８月５日に早

来学園において開催したものでして、対象者を小学校・中学校それから保育

園の職員、町職員も対象とした研修を行っています。 

 

〔三浦委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　こちらは今後、毎年講習をされてＣＦＣＩの内容を含

め広めて行かれるという計画でいるのか伺います。 

 

〔佐々木学校教育担当次長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　学校教育担当次長。 

○学校教育担当次長（佐々木英生君）　委員がおっしゃられるとおりＣＦＣＩの

研修等を実施していきたいと考えていまして、今年度についても会場は別な

のですが、教員の皆さん中心に研修会を実施しています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　別なところで。78ページの18節負担金補助及び交付金

の子ども家庭センターソーシャルワーカー受講負担金という項目があるの

ですが、実際にやってみてどうだったか。実績含めお伺いします。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　ソーシャルワーカーの受講負担金の関係

ですが、こちらについては令和７年４月から安平町子ども家庭センターを設

置させていただいて現在取り組んでいるわけですが、その際に必ずしも必要

になる資格ではないのですが、専門的に丁寧に取り組んでいくという姿勢の

もと、資格を所有する者がいた方が円滑に進めることができるという考えの

もと、受講の負担金を支出させていただいています。 

こちらについては試験がありまして、合格をされて今福祉グループ内にい

る職員が１名資格を取得している状況となっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　別の項目で。79ページの12節委託料の児童館指定管理

業務ですが。確かこれ以前、利用者が増えると指定管理料が上がっていくと

伺ったのですが、６年度に関しては同じ要因で委託料が令和５年度決算ベー

スで上がったのかどうか。その辺含め実績について伺います。 

 

〔佐々木学校教育担当次長挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　学校教育担当次長。 

○学校教育担当次長（佐々木英生君）　委員からお話があったとおり利用者数に

よって指導員の増減も出てくることから、この辺については指定管理料では

ありますが毎年増減はあります。 

５年度と６年度の比較ですが、決算ベースでは500万ほど増となっていま

す。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　では、この雇用が増えた部分含め全部町が負担して運

営をお願いしていくのか。利用する方が減ったら雇用する方も減らすみたい

な、そういう流動的な雇用も不安定なのかなと思うのですが。そこら辺仕組

みが一般の指定管理と違うのかなと思うのですが、そこら辺の仕組みが落と

し込めていないものですから、その点について伺います。 

 

〔佐々木学校教育担当次長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　学校教育担当次長。 

○学校教育担当次長（佐々木英生君）　この業務だけでいうとそのような人員配

置にはなるかと思いますが、受託業者の方で所属している職員といったとこ

ろの調整等によって何とか雇用は確保されているかと思いますが、その都度

になると委員さんがおっしゃられるとおり、なかなか人員確保も厳しいかと

思いますが、受託者の方で努力というか調整いただいて対応いただいている

と認識しています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　雇用が増えた部分も含め、全部町が払うのかという質

問に対してはそのとおりなのかどうか。 

 

〔佐々木学校教育担当次長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　学校教育担当次長。 

○学校教育担当次長（佐々木英生君）　そのような形で運用させていただいてい

ます。 
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〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ80、81ページで質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ82、83ページで質疑はありませんか。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　82ページの一番下、かかりつけ医の 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員もうちょっと声を上げてお願いします。 

○10番（高山正人君）　はい。かかりつけ医の補助助成といったところで、こち

ら側の主要施策成果等説明資料の69ページに書かれている④のあびら追分

クリニック常勤２名で850万、渡邉医院常勤１名で600万。この差について、

なんでこんなに差があるのか。１名分単価と比較すると違いがあり過ぎる、

この中身の説明をお願いします。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　かかりつけ医の関係ですが、あびら追分

クリニックの常勤２名は、お一人は月曜日から金曜日までフルに常勤されて

います。もう１名の医師については毎日の勤務体制ではなく、部分的なと言

いますか、フルに常勤されているお医者様ではないところの算出の金額とな

っています。渡邉医院の常勤１名については、フルの１名の金額でそれぞれ

差が出てきていることになっています。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　常勤１名であれば600万が普通であって、もう１人の方

あびら追分クリニックの常勤とされている２名のうちの１人分の日数が時

間的に少ないことでの250万円の差。250万円の差の勤務時間体制の時間割は

規則的には正しく見られているのか。８時間勤務、週何十時間という規則の

中と今、日数的に足りないとか時間的にいくらというセット時間。時間給に
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したらちゃんとこれは数字的にはこの差はこれぐらい出るということで、毎

日通わない人は250万しか出てこないという数字が成り立つようになってい

るのか。その確認だけさせてください。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　原課としてはお一人のお医者さんにそれ

だけ払うのが高いのか安いのかそれは申し上げられないですが、価格として

は金額に差が出るのは何ら問題ないという認識を持っています。 

○10番（高山正人君）　それを聞いているんじゃないんです。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　それを聞いているのではなくて。時間給に合っているの

かいって、この金額単価が。250万という人と、１週間ずっと出ている方と、

日数そんなに出ていない方の、時間にしたら同じ単価になっているのかいっ

て聞きたいだけなのです。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　その時間の単価自体が適正かどうかまで

は、詳細まで把握できていませんが、お聞き取りしている中では適正である

という認識は持っています。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員、別なところですか。 

○10番（高山正人君）　ちょっとそこ。説明。僕の聞いているところと違うので

確認をしたい。 

〇委員長（鳥越真由美君）　担当課長。お医者様の単価を決める時に時間給とか

なのか、向こうから言われてなのか、金額の決め方を聞かれていると思いま

す。 

○10番（高山正人君）　そう。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 



‐ 79 ‐

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　こちらの単価については病院側の、医療

機関側の申請に基づいたもので審査させていただいた金額となっています。　 

上限は当然決めさせていただいていますので、その中での範囲での金額で

支出をさせていただいています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　82ページの18節負担金及び交付金の地域医療提供体制

維持補助金。詳細は主要施策の成果等の資料の69ページに載っているのです

が。あびら追分クリニック120万、渡邉医院1800万、早来ファミリー歯科ク

リニック57万4376円とお示しいただいたのですが、実際何にどう使うのでこ

れだけ申請したいとか、そのように具体的に申請が上がってきているのか。

その辺把握しているか伺います。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　こちらについては上限額を定めている中

で、こちらの部分については例えば病院医療機関を維持するための経費とい

ったものが含まれているもので、こちらも申請書に基づくものでして、申請

書の審査をさせていただいて、その金額が適当かどうかを判断しまして支出

をさせていただいているものです。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　お聞きしたい内容と上限額を決めてその医療に対する、

医療機関維持のための経費も入っているというのは以前ご説明していただ

いてお聞きしていたのですが。実際、今私が言ったとおり追分クリニックに

は120万とか渡邉医院には1800万とか支出されていると思うのですが。これ

が実際何に使われているか申請書出てきたと思うのですが。何に使ったか含

め、担当課としてわかっていらっしゃれば言える範囲でお聞きしたいと思っ

て質問したのですが、いかがですか。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　今現在、詳細の資料まで持ち合わせてい

ないのですが。例えば医療機関の清掃員さんが入っていただく部分とか、病

院の維持管理経費といったものも含めた経費で押さえているわけですが。そ

れぞれの詳細では今現在、細かいところまで押さえていないのですが、上限

が医療機関であれば3000万円を上限の中での差額というところもあります

が。そういった中で維持管理にかかる部分も対象としていることもありまし

て、そちらも申請書の中で審査させていただいて支出をさせていただいてい

るものです。 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長、申請する時には内容を示して審

査しているのかっていうことですよね、三浦委員。そこではないですか。も

う１回どうぞ。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　内容を示してそれを審査して決定したところまでは理

解したのですが。ざっくり言うと各医療機関で金額の差は使うものによって

変わってくるのですが、差が出ているので。これは単純な疑問で、何に使い

たいと思って申請してそれが決定して支出されたのかということが疑問だ

ったのですけれども、と言ったところの質問でした。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　先ほど申し上げた医療機関であれば上限

額が3000万で、先ほどの高山委員のご質問も含まれる部分がありますが、か

かりつけ医とか専門医とか看護師雇用といった総体の金額の3000万円が上

限額となっていまして。それにかかる経営安定に資する部分で、その3000万

の上限額の差額を経営安定のために充てていただくという金額で、それぞれ

医療機関によっては金額が異なっているということになっています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔梅森委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　梅森委員。 

○11番（梅森敬仁君）　私も同じ場所で。82ページの18節全般なのですが、ざっ
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くり言って追分クリニックと渡邉医院に対して3000万ぐらいずつの補助金

ということで今安定した経営をしてもらっているんだという説明でした。毎

年、医療懇談会が行われていて、特に私が心配しているのは追分地区の旧菊

池病院ですか、今の追分クリニック。建物が大変古くなってきているのは地

元の方から聞いても、いろいろお話を聞いています。不具合が生じたり。そ

ういった面でも今後の支出も当然増えてくるのかなという気はしています

が、これは決算委員会なので3000万っていうことで両医院の方たちは、２つ

の方たちはこれで満足しているのか。実はこれよりもさらにプラスアルファ

のオファーが来ているのか。その点についての説明をお願いします。 

 

〔及川町長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　町長。 

○町長（及川秀一郎君）　医療懇談会は毎年、以前は年越しした場合もあります

し年末にやっていたのですが、今当初予算に間に合うように早い段階で９月

に今年もやらせていただきました。 

まず結論から言うと、最初制度を毎年医療懇談会をやって育てていって、

不具合があったところを付け足したり、充実させたりしてきたのです。です

から追分クリニックは菊池病院が閉院するところからつないでいった。建物

は町が移管を受けたけれども今梅森委員がおっしゃったような建物が老朽

化しているといったところは町が担っているところがあります。そこは今、

公共施設の計画を整備計画、修繕計画、その中に入れながらやろうという話

はちょうど実施計画の打ち合わせでもしていますが、そういった中で例えば

エレベーターだったり、貯水槽の問題だったり、エアコンもそうですね、そ

ういったところもやっていく。渡邉医院は震災前の老朽化したものを修繕し

ましたが、実際に建て直しました。そこの経費は非常にかかったということ

で、それぞれが支援していただきたいところが建物をやっても取り扱いが渡

邉医院は自分で、追分クリニックは町がといったご要望は渡邉医院からもい

ただいています。そういったところはまだ解決できていない部分があります

が、そこは北海道の保健福祉部と協議しながら、これは全国の問題として、

公立病院ではない民間の病院でどういう問題だってところは情報提供して

います。 

あと細かなお医者さんの問題だったり、勤務形態が違ったり、渡邉医院と

てもう１人専門医を雇いたい。いろんな形の中で工夫していただきながらや

っています。あとは追分クリニックから苫小牧への移送をやっている。これ

は車輌として我々が認めて支援している。でも町内の歯医者さん含めて自賄

いでやっている。そこの部分は今まで見ていませんでしたから、そこを見て

くれっていうことでプラスアルファしたり、パート労働者も15日以上という

基準を作っていたのですが、賃金が上がっていくので14日とか３日とかに制
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限されると１人採用ではなく２人になってしまう。そんな細かい課題まで制

度的に盛り込みながら、また規模が違うので、歯医者さんは普通の病院と同

じ3000万で当初動いていました。ここは500万の形の、大きさによっての規

模も変えたり、いろんな形で要綱と要領も毎年見直しながらやりましたと。 

決算ですから７年度のことはあれなのでしょうけど、今年度やった医療懇

談会の中では例えばスマホで受診できる。それ町内全部、歯科医含めてでき

るのですが。スマホと連動するのが10月１日からスタートとなったけれど

も、そこには対応していないのですんね。それにまたオプションでつけなけ

ればらない経費も見てほしいという、そういう細かいところまで意見をいた

だいたので、そこは要領の中で既存の予算で対応できる分はもう今年度対応

しようという話までしていますから。大きな課題は当然一部ありますが、そ

こは大きな課題なので追分クリニック同様、施設的なものは切り分けて、こ

の3000万から除外してあげるといった方向性は内部では議論させていただ

いています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ84、85ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　84ページの総合バス健診業務委託料、センター健診業

務委託料、病院健診業務委託料。受診率など、もし押さえているようでした

らお願いします。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　まず総合バス健診です。こちらについて

は受診者延べ人数2209名となっていまして。人数でしか押さえていないので

すが胃がんの関係については284名、肺がん399名、大腸がん529名、子宮頸

部がん160名、子宮超音波検査159名、乳がん66名、前立腺がん198名となっ

ています。 

センター健診ですが、こちらは延べ人数で1048名となっています。こちら

は胃がん131名、肺がん182名、大腸がん202名、子宮頸部がん146名、子宮超

音波検査140名、乳がん172名、前立腺がん29名となっています。 
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あと病院健診の方ですが、受診者数が232名ということになっていまして、

基本健診の方が29名、後期高齢者健診が137名という実績の人数となってい

ます。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　受診率の向上の取り組みは担当課としても一生懸命さ

れているかと思うのですが。近年こちらの受診人数、人数などは増えている

のか。健康寿命を伸ばすための、延伸のためにやってらっしゃると思うので

すが。そこら辺含め、近年の傾向としてどのように分析されているか伺いま

す。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　近年の傾向としては、コロナ禍も数年前

にありましたので、ここは数字的には落ちていますが、ここ１年・２年あた

りは少しずつではありますが受診者数も上がってきたり、個別のがん検診に

ついても少しずつ受信者数も増えてきていることもありまして。増えてきて

いると言いつつも、目標としている数値にはまだまだほど遠いところもあり

ますので、継続的な受診率向上に向けた対策を行っていきたいと考えていま

す。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　設定されている目標に近づける取り組みとして、何か

今までと違ったことを考えていらっしゃるのかどうか。その辺含めお願いし

ます。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　これは令和７年度の取り組みになってし

まいますが、令和７年度からはＷＥＢ健診予約ができるような取り組みも始

めさせていただいています。 

決算というお話なものですから、実績のお話の中でいくと自動予約システ

ムを使って毎年受けられる方は次の年の健診も自動的に予約が取れるとい
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った仕組みもできてきているところもありまして。町民の方にも少しずつで

はありますが浸透してきて活用されている傾向が、少しずつではありますが

そういった状況が見えてきている認識です。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　別な部分ですが。12節委託料の一番下の産後ケア事業

委託料。確かこちら伴走型で進める事業とお聞きしていたのですが、違った

ら申し訳ないですが。こちらの中身、実績・生まれた数などはどうだったか、

その点お願いします。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　産後ケアの関係ですが、こちらについて

は延べ人数で43名がご利用されました。 

内訳ですが、通所型は59回使われまして、訪問型だと延べ10回ということ

になっています。こちらについては千歳市に３か所ありまして、苫小牧市に

１か所で、現在安平町では４か所でご利用いただくようになっています。 

人数ですが、こちらはご利用に当たって年度を跨ぐ方もいらっしゃること

もあって、はっきりしていないのですが、去年のお子さんが生まれた数でい

くと23名と記憶しています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　こちらの事業含め、お子さんが産みやすい環境をと考

えて町も頑張ってらっしゃって、こちら町独自ではないと思うのですが。子

どもさんが生まれるのが増えていけばいいかなと思うのですが、これを行う

ことによってちょっと変わったこと、何かお母様方から良かった、これなら

もう１人産んでもいいなとか、そういう声が聞かれたかどうかお聞きしま

す。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　産後ケアをご利用いただいた後に町独自

のアンケートを取らせていただいていまして。実際使ってみてどうでしたか
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という内容になっていまして。その内容を見ると、無料というところもあり

ますが経済的にも助かりますし、あとはこういった制度があって、しかも10

回使えるので非常にありがたいということでお答えいただいているところ

です。 

その他に予約もあるので、なかなか希望されているところも取りづらいこ

ともあるようですが、この産後ケア事業を活用された方のお話でいくと、利

用されている期間、ゆっくり自分の身体を休めさせることができたとか、短

い時間でしたが睡眠もしっかりとることができたといった喜ばしい声が多

い印象を持っています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ86、87ページで質疑はありませんか。 

 

〔工藤委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　工藤委員。 

○１番（工藤秀一君）　86ページの上から２番目、備品購入費ですが。健康管理

用備品ということで、この資料の73ページと思いますが、屈折視力検査機を

購入したということで、事業の実施内容としてその乳幼児の健診時に乳児の

視力を検査するもので異常の有無が判定できるということで、これ乳幼児健

診時なのですが、何歳で受診するのか。今回、何人が受診したか、わかれば

教えてください。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　屈折視力検査機の関係ですが、こちらこ

の機械自体が生後６か月以上の赤ちゃんから検査が可能でして、町で行って

います１歳６か月健診、３歳児健診、５歳児健診といったところでこの機械

を活用して検査をさせていただいています。 

人数については、その健診を受けられている子とイコールにはなるのです

が、人数までは今押さえていないのですが、その健診に合わせて一緒にこの

検査をやりながら近視とか遠視・乱視・斜視といったものを早期発見して、

治療が必要と判断する場合は医療機関を勧めるといったことで現在進めて

いる事業になっています。 
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〔工藤委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　工藤委員。 

○１番（工藤秀一君）　ここにも書いていますが、事業の効果として早期受診と

早期治療につながっていると書いているので、実際に治療している方もいら

っしゃるという認識でよかったですか。 

 

〔小板橋健康福祉担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　健康福祉担当課長。 

○健康福祉担当課長（小板橋憲仁君）　人数までは押さえていないのですが、実

際に疑わしきお子さんがいる場合は１回医療機関を受けてみたらどうかと

いうことで保健師の方からお話させていただいています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ88、89ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　89ページのごみ収集業務委託料の増額要因を伺います。 

 

〔佐々木生活環境担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　生活環境担当課長。 

○生活環境担当課長（佐々木智紀君）　ごみ収集委託業務料ですが、こちらは春

と秋のクリーン作戦のごみ収集業務91万3000円と、戸別収集試行業務23万

7600円が決算額となっています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ90、91ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　90ページの負担金補助及び交付金の不用額が多めに出

ている主な要因がわかればお知らせください。 

〇委員長（鳥越真由美君）　18節の不用額のところですね。507万1426円の部分

です。 

 

〔佐々木生活環境担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　生活環境担当課長。 

○生活環境担当課長（佐々木智紀君）　大きなものについては合併処理場浄化槽

設置整備補助金、こちらは370万6000円不用額が出ています。こちらは申請

が上がってくるのですが、年度内に工事が完了するかどうかがなかなか難し

くて、６年度も申請は上がってきたのですが最終的に３月31日までに工事が

間に合わなかったというケースもありまして不用額となっているものです。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　今の部分は了解しました。その下にある保護猫活動団

体交付金ですが、こちら執行ゼロということになっているのですが。今後事

業としてどうしていくかが、実績無かったところで気になっていたのです

が、今の段階でお考えがあればお願いします。 

 

〔佐々木生活環境担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　生活環境担当課長。 

○生活環境担当課長（佐々木智紀君）　こちらについてはＮＰＯ団体の方と協議

を継続して行っているのですが、令和６年度については最終的に申請の方が

無かったということで執行をしていない状況です。 

今後については継続して協議を進めていくことを考えていまして、また、

要綱等の制定、特定の団体ではなく要綱を制定しまして他の団体がもしあれ

ば、そちらからの申請も受けられる形を検討したいと考えています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　他の団体も申請できるようにということになれば予算

の金額も含め変わっていくと思うのですが、イメージとしてどう考えている
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か伺います。 

 

〔佐々木生活環境担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　生活環境担当課長。 

○生活環境担当課長（佐々木智紀君）　これからのことになりますので。今の想

定としては予算額当然決まっているものですから、もし他の団体から出てき

た場合については補正予算を計上するなどのことを検討したいとは考えて

います。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　そちらはお願いします。他の部分ですが、こちらも痛

い、悩ましい部分かなと思うのですが、６目の公害対策費の１の報酬の空家

対策協議会。毎年ゼロですが、こちらは内容どうなっているのか伺います。 

 

〔佐々木生活環境担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　生活環境担当課長。 

○生活環境担当課長（佐々木智紀君）　空家対策協議会にかかる経費ですが、こ

こ近年、執行無い状況が続いています。特に例えば今すぐ倒壊の危険性のあ

る家屋といったものがありませんので。端的に言いますと案件が無いもので

すから協議会を開催していないということです。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　では、ここはそういう案件が出てきた時は執行される

けれども特段問題ない時はゼロなので、今後も継続して置いておくという認

識でよろしいですか。 

 

〔佐々木生活環境担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　生活環境担当課長。 

○生活環境担当課長（佐々木智紀君）　そのように考えています。 

 

〔三浦委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　違う部分でもう１点聞きたいのですが。12節委託料の

空家相談会。こちらも実績が、金額が前年度ベースで落ちているのですが、

多分以前ニーズが減ってきているとご説明を伺っていたのですが、今後どう

していくか含め、今年度の実績も含め伺います。 

 

〔佐々木生活環境担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　生活環境担当課長。 

○生活環境担当課長（佐々木智紀君）　令和６年度については相談会の開催にあ

たり参加者が無かったという状況です。３万9600円委託料として支出してい

るのですが、委託業者の方、相談会の準備等していただいていましたので、

それにかかる経費分として支出したものです。 

令和７年度以降については、令和７年度の新年度予算もそうですが、一旦

この事業を令和６年度をもって中止しまして、また、こちらの方は新たな見

直しというか新たな制度というか、そちらを検討していきたいと考えていま

す。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　空家については悩ましい方もたくさんいらっしゃると

思うので、その辺含め継続事業なのかなと思うのですが。良い形でぜひ見直

していただけたらと思いますので、７年度以降よろしくお願いします。 

〇委員長（鳥越真由美君）　答弁はなくて大丈夫ですか。 

○７番（三浦恵美子君）　はい。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔内藤委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　内藤委員。 

○９番（内藤圭子君）　先ほど不用額が多かった合併浄化槽について、まず１つ

お聞きしたいと思うのですが、 

〇委員長（鳥越真由美君）　18節のところですか、90ページの。 

○９番（内藤圭子君）　そうです。不用額が多くて合併浄化槽が不用額で370万

円ってさっきお話していたのですが。合併浄化槽について、昨年万度に申請

が来て、それが終わらなかったということなのか、まだ余裕があるとかとい

う状況と、合併浄化槽がどれぐらい普及しているか。下水につながらないと
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ころは合併浄化槽を設置しなくちゃいけないと思うのですが、その辺りの数

字が把握できているか伺います。 

 

〔佐々木生活環境担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　生活環境担当課長。 

○生活環境担当課長（佐々木智紀君）　合併浄化槽の設置の補助金の実績につい

ては令和６年度は１件の実績です。あくまでこちらの方としては設置に対し

ての補助金ですので、どれぐらい接続されるとか数的なものは押さえていな

い状況です。 

 

〔内藤委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　内藤委員。 

○９番（内藤圭子君）　私も浄化槽を使ってすごく便利に生活させていただいて

いるのですが、周知の方法が弱いのではないかって感じていたので、そこを

もうちょっとこういう補助金があるので合併浄化槽いかがでしょうって、環

境の問題からも強力に進めてはいかがかなと思うのですが。 

 

〔佐々木生活環境担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　生活環境担当課長。 

○生活環境担当課長（佐々木智紀君）　そういったご意見がありましたので、内

部で検討させていただきたいと思います。 

 

〔内藤委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　内藤委員。 

○９番（内藤圭子君）　91ページの公害対策費負担金。18節負担金補助金及び交

付金で空家住宅活用助成金ですが。これの内容と、何件これを行っているか

お願いします。 

 

〔佐々木生活環境担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　生活環境担当課長。 

○生活環境担当課長（佐々木智紀君）　空家住宅活用助成金について、空家住宅

購入助成が２件、金額としては134万円。家賃助成１件24万円。こちらが実

績です。 
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〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　内藤委員と同じところで確認をさせていただきたいと思

います。これ34万円と100万円って助成があるのですが、この助成の基準の

価格帯が見えなくてわからないのですが。家賃も助成してくれるって、だか

らこの面積に対していくらなのか。この査定の金額が、基準値がわからない。

もうちょっとわかれば皆さんこれ活用できるというところを知ることがで

きるのではないかと思うのですが。その査定の仕方、金額の決定の仕方につ

いてご説明をお願いします。 

〇委員長（鳥越真由美君）　資料の51ページの件ですね。 

○10番（高山正人君）　はい。 

〇委員長（鳥越真由美君）　資料51ページの事業の実施内容の部分についてとい

うことですね。18節の空家住宅ですね。 

 

〔佐々木生活環境担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　生活環境担当課長 

○生活環境担当課長（佐々木智紀君）　こちら令和６年度をもって廃止となった

ものですが、それぞれ要綱で上限額を設けています。例えば購入でしたら購

入に対して上限いくらということで、町の方から助成を出しているというも

のです。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　ここに出ている34万円と100万円と２件の件数があって。

この差がわからないのですよ。１件あたりのこの基準がいくらになっている

から34万円、どうなっているから100万円っていう、この数字がわからない

と。この差が何なのかがよくわからなくて、件数がもし２件だとしたら一律

１件に対して100万円なら100万円なら理解できるんだけど、片方が34万円で

片方が100万円という数字があるから、この違いは一体何なのか説明してく

ださい。 

〇委員長（鳥越真由美君）　空家住宅活用助成金の購入助成の単価が34万が１件

と100万が１件についてということなのですが。その実績の数字の違いを教

えてくださいということだと思うのですが。 

 

〔佐々木生活環境担当課長挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　生活環境担当課長。 

○生活環境担当課長（佐々木智紀君）　こちらの補助については購入費の２分の

１で、購入であれば助成の上限が100万円を上限としていますので、それぞ

れ違った購入でも違った金額という実績です。 

〇委員長（鳥越真由美君）　100万円が上限で、その中であれば100万円でも34万

でも、 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　そのことについての理解はできましたけど廃止すると言

われちゃったので。この後何か違うことを考えていらっしゃるなら教えてほ

しいな。これすごく便利なもので聞いてみてびっくりして、これあるともう

少し皆さん活用してくれると思うのですけど、あえなくこれは終了となった

ので。もし違う方法を考えているなら教えていただければと思います。 

 

〔及川町長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　町長。 

○町長（及川秀一郎君）　こういった政策誘導のものが時限で令和６年で終わる

ということで終わっているのですが、今新たなここに記載されてまだ検討の

途中ですが、今後さまざまな支援だけでなくゼロカーボン関係で配慮住宅と

いったところで国も北海道もいろいろ制度やっていますが、そこに上乗せし

ている自治体もあるので、そういった切り口も検討はしていかなければなら

ないかなと思っていますが、これ自体は一旦終期設定しているので終わって

いるという、これ資料の説明はそういった意味です。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ92、93ページで質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ94、95ページで質疑はありませんか。 

 

〔梅森委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　梅森委員。 

○11番（梅森敬仁君）　農業委員会はいいかな。 

〇委員長（鳥越真由美君）　どの部分ですか。 

○11番（梅森敬仁君）　94ページの一番上ですね。農業委員会ということで、報

酬その他計上されています。昨今、異常気象その他で農業いろいろお米の問

題とかいろいろ起きていると思いますが、この農業委員会の委員の方たちの

活動実績について説明お願いしたいのですが、よろしいですか。 

〇委員長（鳥越真由美君）　暫時休憩させてください。 

 

（暫時休憩） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　休憩を解きます。会議を始めます。それでは答弁を

お願いします。 

 

〔島田農業委員会事務局長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（島田英二君）　農業委員の活動実績のご質問の答弁です

が、基本的に月１回開催している農業委員会の総会で議案等の審議をしてい

ただくのが基本メインとなっています。その他、農地の売買等の斡旋とか現

況証明等の現地調査、それが出た場合については随時現地調査等行っていた

だく。あと委員さんはそれぞれの地区から選出されている委員さんですの

で、周辺の地区の農業者からの相談活動、農地関係の例えば賃貸、今後離農

して農地を処分したいとか、あとは中核の農業者さんが規模拡大したい場合

の農地を求めた場合の相談といったものがメインの活動をしている状況で

す。 

 

〔梅森委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　梅森委員。 

○１１番（梅森敬仁君）　基本的なことなので私も理解しているつもりなのです

が、いわゆる有識者というか農業従事者の他にも一般の方も入っていました

よね、１名でしたか。私が聞きたいのは、農地転用とか変更で認可業務、申

請業務と言えばいいのですか、そういうことが主なのかもしれないけれど

も、その他に農業施策についての支援を求めるとか、そういう発案をする内

容もあったと思うのですが、それでよろしいですか。 

もしそれがあるなら今回の異常気象とか、あるいは米の問題とかいろいろ

発生しているんだけど。それについては、この専門の方たちはどういう認識

があるのかなと。そういう話題が月１回の総会の中で話題として出てきてい
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ますか。 

 

〔島田農業委員会事務局長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（島田英二君）　普段毎月、農業委員会の総会をしていま

して、その中で最初に会長の方で米問題とか当初の挨拶で話題に触れていた

だいてその中で議論が出る場合もありますし。あと農業委員会については胆

振地方の連合会がありまして、それについては管内の農業委員会の会長さん

が皆さん集まって、その中で年２回春と秋と中央要請等もそういった農業情

勢の関係で皆さんで上京して管内の国会議員さんとかに陳情といった活動

もしている状況です。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ96、97ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　96ページの４目農業振興費の13節使用料及び賃借料の

ヒグマ出没情報共有システム使用料。こちらは導入してみてどうだったか、

実績含め使い勝手がどうだったかなどもお伺いできたらと思います。 

 

〔森池産業振興担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　産業振興担当課長。 

○産業振興担当課長（森池和哉君）　昨年の出没情報は全体で10件と押さえてい

ます。これが幅広く全道的に一番各自治体で使われているシステムというこ

とで、町内の山菜採りや町外の方もこのマップを見ながら注意喚起につなが

っているのかなと認識しています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　別なところでもう一つお聞きしたいのですが、97ペー

ジの狩猟免許申請手数料助成金。こちらの実績はどうだったか伺います。 
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〔森池産業振興担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　産業振興担当課長。 

○産業振興担当課長（森池和哉君）　狩猟免許の申請の関係ですが、令和６年度

の実績については２名となっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　こちらも成り手不足が進んでいるのかと思うのですが、

今後についてはどのように、いろいろハードルが高いんだと思いますし、以

前伺った部分でハーフライフルの基準が変わったけれども現状のまま進め

ていかれるとお聞きしたのですが、その点含めどのように対策を進めていく

か伺います。 

 

〔森池産業振興担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　産業振興担当課長。 

○産業振興担当課長（森池和哉君）　まずはこの狩猟免許の申請手数料の関係で

すが、ここに関してはくくり罠の取得申請ということで、行政としてなかな

か銃器の推進というか取得を促す行為は現在ありませんが、幸いにしてこの

安平町26名の鳥獣対策協議会で構成されています。そこに依存しているとい

う答えになってしまうのですが、町内の馬の生産業者の社員の方達が非常に

協力してくれて、何とか意外と若い世代の中で構成されている実態がありま

す。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　そちらを聞いて安心しました。もう１個、くくり罠の

購入助成金に関してですが。当初予算12万5000円が６万6883円で決算された

ということですが、実績含め壊れたり無くなったりで不足した部分だけを補

充されたのかどうか、その点について伺います。 

 

〔森池産業振興担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　産業振興担当課長。 

○産業振興担当課長（森池和哉君）　令和６年度の実績として25基の購入を補助
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申請がありました。これ購入費用の２分の１もしくは5000円を上限としてい

るものです。新規で取得した２人以外の方につきましては更新費用として不

足分とか壊れた分に関して充足したものと思っています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　予算を取ってくださっているので、できれば万度に使

ってもらえたらと思うのですが。こちらは申請があって初めて助成をする形

なのか、その辺、別に町が多く買ってストックするとかそういうものではな

いのか。ちょっとわかっていなくて教えてください。 

 

〔森池産業振興担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　産業振興担当課長。 

○産業振興担当課長（森池和哉君）　町が購入して物品として提供するものでは

ありません。くくり罠の狩猟者が自ら使いやすいものを購入してそれに対す

る助成をするということなのですが、一人の狩猟者が何十基もかけて管理を

するということは非常に不可能に近いということで、各々個人の方の限度の

範囲の中で購入しているものと思っています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　96ページの農業振興費の工事請負費で聞いてはいけない

と思うのですけど、アライグマの処理施設が作ったということで。アライグ

マの出てくる頭数は年々どういう傾向になっているのか、データ的に教えて

いただければと思います。 

 

〔森池産業振興担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　産業振興担当課長。 

○産業振興担当課長（森池和哉君）　すみません。ちょっとお時間いただきたい

と思います。 

〇委員長（鳥越真由美君）　じゃあ後で。 

 

〔内藤委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　内藤委員、質問ですか。 

○９番（内藤圭子君）　はい。 

〇委員長（鳥越真由美君）　内藤委員。 

○９番（内藤圭子君）　私もアライグマに関してですが、処理施設が二町組合に

できたことで処理方法も変わったと聞いたのですが、それの確認をしてもい

いですか。 

今まで１頭１頭筋弛緩剤を打っていたのが二酸化炭素になったと聞いた

のですが、そこの確認が今までできていなくて。 

 

〔森池産業振興担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　産業振興担当課長。 

○産業振興担当課長（森池和哉君）　当初アライグマを捕獲すると町の職員が出

向きまして筋弛緩剤を打ちながら実際処分してきた実態がありますが、現在

基本的な考え方としてはシルバー人材センターに各地域で編成されていま

す農地水協議会の方でシルバーに委託しながら実際、駆除は農家がやります

が処分とか運搬はシルバーの方が委託して動いてやっている形になってい

ます。その時点で今はガスによって処分している状況になっていまして、何

年からとはなりませんが結構前から基本的にはそのような対応をさせても

らっています。また、時に個人がガスで処分できない罠を購入した場合につ

いては、現在も若干の数ですが注射、筋弛緩剤で処分している実態はありま

す。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　よろしいですか。高山委員についての答弁は。答弁

保留で後でもよろしいですか。明日でもよろしいですか。 

 

〔及川町長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　町長。 

○町長（及川秀一郎君）　詳細でなければ、傾向としては本当に100頭ぐらいの

段階から平成８年大体30年ぐらい前から恵庭周辺から出てきて最初は数十

頭からだんだん上がって300、500、800と今回1000頭を超えたと、もう今時

点で超えたので、増加傾向は間違いないということ。詳細は事務報告とか毎

回上げているのでそちら参照していただければと思います。 

あとアライグマの処理が、シルバーがいつも苫小牧まで持って行ったのは

２年ぐらい前ですかね。そこを二町組合の方にコンテナを置いてそこに入れ

て、それを溜まった段階で持って行く形で、毎回移動してもらっていたもの

のやり方の軽減といったところも見直しさせていただいています。 
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〇委員長（鳥越真由美君）　では高山委員、事務報告の方で頭数の方は確認でよ

ろしいですか。じゃあ答弁保留ではなくて大丈夫ですね。わかりました。他

に質疑ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ98、99ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

〇７番（三浦恵美子君）　98ページの５目畜産業費の18節負担金補助及び交付金

の家畜運搬費助成金の実績・内容含めどうなっているか伺います。 

 

〔森池産業振興担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　産業振興担当課長。 

○産業振興担当課長（森池和哉君）　この事業については当初、旭陽牧場に入牧

できる予定でした馬が今壮瞥町の方に運搬させていただいています。それに

かかる運搬費用で計上させていただいているものとなっています。 

今年度の実績については１件の農家で11頭分運搬している状況です。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　もう１つ違うところで98ページの耕畜連携支援事業補

助金ですが。対象は酪農家ということなのですが、今年度実績何件分行われ

たか。新規とかで、あったのかどうか伺います。 

 

〔森池産業振興担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　産業振興担当課長。 

○産業振興担当課長（森池和哉君）　今年度新規の方の取り組みはありませんが、

68.55㏊の取り組みを行っています。酪農家３件、子牛農家７件においての

取り組みとなっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　こちら利用されている方ももちろんですが、新しく使

いたい方などニーズ調査などを行っているかどうか。酪農家だけということ

で畜産の方が対象にならないということで、昨年も質問出たと思うのです

が、昨今、物価高騰で意外とデントコーンの方も使ってらっしゃるところも

あるのかもしれないので、そこら辺含め調査・アンケート・聞き取りなどを

行ったかどうか伺います。 

 

〔森池産業振興担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　産業振興担当課長。 

○産業振興担当課長（森池和哉君）　まず現行の耕畜連携事業については農協か

らの申請に基づきまして町と協議して決定しているものです。その中で新し

く新規に取り組みたい方がいれば、その中で新たに参加してくることになる

と思いますが、今年度、６年度は無かったということです。 

それと肉牛に対する耕畜連携の取り組み、子牛農家との連携になってくる

と思いますけれども。今現在のこの耕畜連携の制度自体をご答弁させていた

だきたいのですが、この制度自体は搾乳に専念する環境を作りましょうとい

うことと経営の安定に寄与する取り組みということで、あらゆるヘルパー事

業とか乳検の事業とか子牛農家も含めて経営の安定に資する取り組みとし

て町の方で支援してきている実態でして、ここに関して肉牛は該当になって

ないと。 

さらに昨年の決算委員会でも同じ質問がありまして、今年度の３月にも定

例会で同じような質問がありましたが、実際町内の私の聞き取った中でいく

と町内でデントコーンを使っている肉牛農家は非常に数が少ないと、限りな

く少ない数とお聞きしていますと同時に、一方でなかなか肉牛の農家は一般

の子牛農家との、非常に放牧が主体になります。酪農に関しては搾乳が主体

になりますが、肉牛に関しては放牧が主体になると。そういった中ではかな

り複合型の経営をしている農家さんが多いと認識していまして、ここに子牛

農家との差が、どんな制度設計が農家さんから上がってくるものなのかわか

りませんが、非常に難しい制度になるかなと認識しています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ100、101ページで質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 
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〇委員長（鳥越真由美君）　なければ102、103ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　103ページの２目林業振興費の報酬で会計年度任用職

員の部分があるのですが、初歩的な質問で大変申し訳ないですが、どのよう

な業務内容で進めて雇用されている方なのか伺います。 

 

〔森池産業振興担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　産業振興担当課長。 

○産業振興担当課長（森池和哉君）　町が直接雇用している会計年度任用職員に

なります。令和６年度は４人の人材を採用していますが、町有林の管理とか

そういう作業をしていただいているのですが、この４人については建設課と

か政策推進課の３課で共有しながら公園の管理も含めていろんな作業をし

ていただいている人たちです。雇用は４月から11月いっぱいまでの雇用とな

っています。４名体制です。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ104、105ページで質疑はありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　104ページの７款商工費の１項商工費、１目商工業振

興費の報酬のところ。地域おこし協力隊員の金額が昨年度決算ベースでちょ

っと上がっているのですが、これは単純にニーズが増えたのか、その要因に

ついて伺います。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　こちらの費目では二課で跨がっている地域

おこし協力隊員がいるのですが、商工観光課で雇用している協力隊と政策推
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進グループで雇用している協力隊がいまして。増えた分は政策推進グループ

の起業家カレッジの採択による１名の増と認識して、そのような状況になっ

ています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　なければ106、107ページで質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　ないようですので、あ、高山委員。 

○10番（高山正人君）　106ページのサテライトオフィス進出企業誘致業務委託

料の1000万等の金額があるのですが、この委託の業務内容。この金額の設定

について詳細を教えていただければと思います。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　こちらの業務内容ですが、町の総合計画、

総合戦略に基づいて産業振興と雇用の場の創出を行う企業誘致に行うもの

としています。業務内容としては１つコンシェルジュの配置と育成業務。次

にサテライトオフィス地方進出検討企業とのマッチングイベントの実施。サ

テライトオフィス地方進出検討企業との面談の場の設定・個別企業との面

談。４つ目にサテライトオフィス地方進出検討企業との課題解決連携事業の

実施。最後５つ目としては誘致支援ミーティングの実施と、このような６つ

の主な業務内容を項目として業務を実施している状況となっています。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　業務内容は多岐にわたっているということで、これは成

果がどう評価されているのか見えなくて。たくさんあるのでデータとしてい

っぱい出てくるのですが。中身のこの評価はどんなものかについて説明を願

います。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　まず令和６年度の実績を申し上げますと、

マッチングイベントで商談件数を24社実施しています。その後、安平町に視

察に来ていただいた企業が３社、実証事業を実施していただいた企業が２

社、その後は企業進出として、この事業をやって初めてだったのですが１社

ほど安平町へ北海道支店を配置していただいています。名前は合同会社プル

テウスという業者です。 

事業の評価ですが、この事業、商談等をきっかけにいろいろな業者との関

係性が生まれている現状になっています。例えば町の方ではこれをきっかけ

に事業連携が取れるきっかけが増えていまして、この間９社。令和３年から

事業を展開しているのですが９社との関係性が出ていまして、例えば商工観

光課では商品開発のブランディング事業を実施したりとか、情報グループで

は子ども向けデジタル体験イベントを実施したりとか、在宅ワークセミナー

を実施したりとか。うちの強みと企業が持つ強みを商談の中でお話した上で

安平町で事業展開、協力できるところをやってみようという形で少しずつで

すが広がりが出ていまして令和６年には１社の企業進出、支社という配置で

すがそのような効果につながっていると認識しています。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　これは順序よくやって地道な活動の積んだ中で何とか一

つとか二つという世界にあるんだろうなと思います。事業連携とかよく最近

行政側はされる。探し当てたという形で表現されていらっしゃるのですが。 

どうもそこのところは僕らは発表されてからよく言われる話で、この事業

者がどんなものかという不安材料も多分にありなのですね。進出してくれる

のはとてもありがたい。しかし、私たちにはその企業がどれほどのものかと

いうこの評価はそちらでずっとやっちゃうんで、やりましたよと言われると

一体この会社はどういう会社なんだろうと。結んでからあと駄目だよって話

はできないし、手前でどんなことをやってきてここにたどり着いているかと

いうプロセスがわからない、信用度が逆に不安定さがあって、僕らいつもそ

このところどうなっているんだって必ず聞いちゃうんだけども。 

ここの選定の仕方は見えない部分だし、見せちゃいけない部分でもあるか

ら何とも言えないところだけど。選定の仕方の基準をもうちょっと僕らにも

わかる、「こういう為に、ここが必要だ。」というのが後の結論ではなくて、

手前で「こういうところがあるんだけど、どうだろうか。」という投げかけ

も、議員としては「こういう感じがあるんだけどな。」っていうのを情報と

しては流せるものであれば「探していただんた、こういうものを。」という、
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何かがあれば、私どもとしては受けやすい。ただ、こういう時に聞いておか

ないとなかなか聞けないので、そこのところ説明ができればありがたい。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　高山委員がおっしゃるところは悩ましくて、

本当にそのとおりだと思っています。町としてもいろんな企業とつながりた

いと言っても本当にその企業がどのような企業なのか、信用に関わる部分が

あると思っています。 

そうした点で言いますと今回この業務委託を出しているところは株式会

社あわえですが、こうしたマッチング事業を全国展開していまして総務省の

方からも優良企業という位置づけになっている企業です。まずそこが仕切っ

ているイベントに参加することで町として一つ信用度を担保している状況

で参画しています。 

次に振り返ってみると、業者側もそれは一緒でして全国市町村と相手側は

営業したいのだけど、どんなふうにつながればいいんだろうと悩んでいる印

象を受けています。昨年も商談を24件、オンラインでやるのですが、これ本

当とても地道な作業でして。オンラインで向こうは一生懸命営業をＰＲして

うちの町でやるのは誘致戦略を事前にあわえさん側からの指導を受けて町

の強みだったり、うちがどういう企業とつながりたいかを誘致企業戦略とし

て整理していますので、それは後ほど資料として提供することが可能ですの

でお渡ししたいと思います。 

現状として重点を置いているのはデジタル関係のスマートワーク等を進

めていますので、あと移住の関係でも移住してくる方は仕事を求めます。そ

の時にどんな仕事が必要なんだというときにスマートワークの部分で育成

した産業ができますと移住もしやすくなるし、来た時に仕事がしやすくなる

という誘致戦略を作っていまして、こうしたものを示しながら関心のある業

者が今できるところを連携しながらやっているという状況となっています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　107ページの真ん中からちょっと上にある商工業者等

移転費用助成金。昨年度と６年度と執行ゼロなのですが、確かこの事業、商

工会からの要望をもとに作られた事業だったかと思うのですが。その点、単

純な疑問でなぜゼロだったのか伺います。 



‐ 104 ‐

 

〔村上総合支所長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総合支所長。 

○総合支所長（村上純一君）　今、移転費用助成金のご質問ですね。商工会から

要望があって制度化したものが、その上の上にある経営強化促進補助金とな

っていまして、こちらは実績はあります。 

今ご質問にあった移転費用助成金は、これは震災を機に町内から町外へ移

転してしまう町内事業者を防ぐために町内移転を誘導していくという目的

で作った制度でして、過去に２件ほど実績は町内移転の実績がありました。 

現在この制度を使って町内移転をしたいという意向をお持ちの事業者さ

んがいて、その方向で進んではいるのですが、いろいろな手続きの関係でこ

の助成金の申請までは至っていませんが、この助成金を活用したいという事

業者さんは現在いるという状況です。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　今の件はこれから実績が出てくるということで良かっ

たと思ったのですが。 

その次の次の地域おこし協力隊員助成金の関係ですが、こちら内容、何名

分の助成金なのかを含め伺います。 

 

〔村上総合支所長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総合支所長。 

○総合支所長（村上純一君）　こちらは政策推進課で所管している部分と商工観

光課で所管している部分の地域おこし協力隊が混ざった予算になっていま

して、商工観光課の方で１名、政策推進課の所管の方で４名の合計５名分に

なっています。 

 

〔三浦委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　三浦委員。 

○７番（三浦恵美子君）　こちら具体的にどのようなことをされている方への助

成なのか。ちょっとわからなかったものですからお願いします。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 
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〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　地域おこし協力隊の助成金については各隊

員所管しているこれまでの予算の中でもずっと出てきた項目となっていま

して、隊員が使える助成金がセットされています。 

これがちょっと今忘れてしまったのですが、それを使えるようになってい

まして、起業家カレッジの部分４名で言いますと370万6100円でして、例え

ば今クラフトビールを造って挑戦している坪松さんにおいては、そのクラフ

トビールを起業するために必要な機材等、助成金の買える範囲で買っていた

りとか、またもう１人、デジタル人材として活動していただいている高橋颯

さんについては、そのデジタル人材の研修等実施するものに必要な機材や資

材等をこの助成金を活用して購入している状況となっています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員。 

○２番（米川恵美子君）　107ページの下の方で創業塾支援補助金って、この創

業塾ってこれ何ですか。どういう支援事業なのでしょうか。 

 

〔村上総合支所長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総合支所長。 

○総合支所長（村上純一君）　こちらは商工会が行っている創業塾に対して町か

ら補助金を交付しているものですが、内容としては創業していくにあたって

クリアしていかなければならない場所の問題とか資金の工面の関係、税金の

関係、個人開業がいいのか法人を設立して開業していくのがいいのかといっ

たいろいろな課題があると思うのですが、そういったことを自分の考えてい

る事業がビジネスとして成り立っていくのかも含めて支援機関がサポート

するものです。 

年間２回開催していまして、８月と１月に開催しているのですが、それぞ

れ５講座ずつ開催しています。講師の方は中小企業診断士という肩書きの方

を招いていまして、先ほど申し上げた税務の関係とか資金調達とか経営シミ

ュレーション、利益計画の立て方といった内容を勉強しているものです。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員。 

○２番（米川恵美子君）　その上の方に創業等支援事業補助金ってありますが、
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これらはそこで相談になった人たちが創業しているということなのですか。

創業しているお店というか会社というか、事業者なども含めて教えてくださ

い。 

 

〔村上総合支所長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総合支所長。 

○総合支所長（村上純一君）　創業事業補助金は１件あたり２分の１で200万円

上限。空き店舗活用の場合は３分の１以内で250万上限といった内容の補助

金ですが、令和６年度については４件の新規開業がありました。 

この補助金を活用する条件っていくつかあるのですが、その中にこの創業

塾を受けて勉強していただくというのが条件の１つになっていますので、こ

の創業補助金を使って開業する方は皆さん創業塾を受講されていることと

なっています。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員。 

○２番（米川恵美子君）　４件ってありましたが、その４件を教えてください。 

 

〔村上総合支所長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総合支所長。 

○総合支所長（村上純一君）　１つ目が安平うどん、２つ目がクラフトビールの

方、３つ目が追分白樺でカフェを併設している洋菓子販売のお店、もう１つ

が追分地区でキャンドル製造販売をされている方の４件となっています。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　他にありませんか。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　先ほど回答されていました地域おこし協力隊助成金に493

万３千なにがしという金額の中に、主要施策成果等説明資料の中でいう105

ページかと思うのですが。ここに書かれている事業実績内容について、隊員

等に対する報酬が318万5000円と共済等で49万1000円、地域おこし協力隊助

成金122万7000円という総額490万5000円があるのですが。これ１社に対して

これだけの数字を上げてきているのかというところを見ると、何かここだけ

って書いてあると非常にびっくりするのですが、この説明をお願いします。 
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〔村上総合支所長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総合支所長。 

○総合支所長（村上純一君）　高山委員おっしゃった資料の方は、課ごとにまと

めたものになっています。決算書に出ている数字は政策推進課と商工観光課

の地域おこし協力隊、両方合わせた助成金の金額になっています。 

政策推進課の方が45ページに出ていますので、そちらの合計した数字が決

算書の助成金の金額となっています。ちょっと資料があちこち飛んでややこ

しいのですが。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　私の聞きたいのは、ここに協力隊とか書いて会社名が書

いてあるので、商品名も書いてあるので、これに投じた金がこれだけなのか

と聞いているのです。 

 

〔村上総合支所長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総合支所長。 

○総合支所長（村上純一君）　商工観光課所管の地域おこし協力隊１名分の経費

になっていまして、助成金の内訳としては定額で支出している家賃補助とか

車輌を使った時の経費、自己研鑽研修経費、あと活動に必要なものを買った

時の経費が助成金の内訳となっています。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　いや、その意味はわかっているんですけど。だから１社

に対してこれだけの補助金を出しているのかということを聞いているんで

すよ。これすごいなと思ったのです。補助金としてこんなに出して、これだ

け支援をしないと開発ができないし売れないし、という話になるのかという

と。 

〇委員長（鳥越真由美君）　これは隊員に対しての報酬等の金額、決算書。 

○10番（高山正人君）　いや、だから企業の助けとして地域おこし協力隊を投入

するわけだから。ですから企業としてこの１社にそれだけ投じて人員と経費

をいろんなものを含めた分、入れているのかと聞いている。 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員確認です。105ページに書いてあるこの会
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社名に補助している額が490万のことを言っているのですか。会社として受

けているのかという、ここの誤解をどうぞ。 

 

〔村上総合支所長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　総合支所長。 

○総合支所長（村上純一君）　こちらは会社に対しての補助ではなくて、この会

社を拠点にして活動している地域おこし協力隊の方、その方に対する報酬そ

れから助成金ということでして。会社に補助していることではありません。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 

○10番（高山正人君）　会社ではないってことはよくわかりました。だけどこっ

ちが感じることは、これ従業員をここまでして補助しないと、じゃあ何人の

会社の創業の会社でこの人員が必要だから協力してほしいとか、開発してほ

しい、販売してほしいって。これ載っけている部分は非常に理解がしにくい。

こう書かれたら、ほぼ協力全部入れているかに見える。と私は感じるんだけ

ど。この資料の作り方がおかしいのか、私の理解がおかしいのか。これはど

っちかと言われたら私かもしれないけど、そちらかもしれないけど。この辺

の感覚を教えてください。 

 

〔及川町長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　町長。 

○町長（及川秀一郎君）　今やりとりの中で隊員に対するものなのかとか、その

会社によるものといった資料がわかりにくい部分もあるということなので、

今回決算にあたっての詳細を作ったのは初めてですので。非常に労力かけな

がらわかりやすい資料を作ったのですが、そういったところで誤解が生じな

いように、さらにその表現が誤解されないように、そこは工夫してまいりた

い。 

地域おこし協力隊は、いろんな課に跨がっていろんな四類型にわたって複

雑になっていますので。課も跨がっていたりしている部分はあるので、そこ

ら辺については７年度の決算の段階で今のような誤解が生じないように整

理させていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

〔高山委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員。 
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○10番（高山正人君）　初めて作るからこうだったっていう、言い訳にしては解

せないなと。正直言って何通りにも分かれている協力隊員がいて二股かかっ

ているとかいう話を言うから、余計これがどれだけの価値観があってこの配

分をしているのか、人を分けているのかが見えきらないじゃないですか。あ

そこも兼務ここも兼務と言われると、どういうふうにこの人たちのお金の動

きと人間の動きが重なるのかっていうのはわかりにくいのですよ。 

この資料見る時も皆探してくれて、これが一体何だとかどこの金がどこに

行って合計がいくらかって探すの僕らも大変でしたよ。でも表現の仕方はも

うちょっと丁寧にして、そして人の地域おこし協力隊の動き方っていうのを

もうちょっとわかる部分を与えてこっちに資料としてもらわないと、ちょっ

と動きが見えにくいという。どことどこにくっついているという表現が私た

ちには理解ができないので、そういったところの分の資料等を提示していた

だければと思いますので私は以上。 

〇委員長（鳥越真由美君）　高山委員、今の答弁は。 

○10番（高山正人君）　答弁してくれれば。 

 

〔山口まちづくり担当課長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　まちづくり担当課長。 

○まちづくり担当課長（山口崇君）　こちらの説明もごちゃっとしてしまって、

わかりづらかったのかなと思いながら聞いていました。予算の時の作りは事

業ごとにいけるのですが、私たちもここ苦労するのですが、決算の時は一つ

にまとまってくるので数字を見ながらお互い整理していくところがまず要

因としてお互いわかりづらい差を感じているんだなと思いました。 

その上で地域おこし協力隊の部分は、春先ですか一覧表を、課ごとにぶら

下がるので、まずは原則各課にぶら下がったところにその課で予算を持って

いることになります。そこは予算とはぶつかりが良いので確認しやすいで

す。決算になると、そこがまとまってしまうので、事業別予算ではない形な

のでわかりづらいところになります。予算のところは一覧表のところで出て

くるといいのかなとも思ったので、そんなことを検討して相談しながら進め

させていただければと思います。 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　今の答弁で一応ここの部分、終了とさせていただい

て、後で資料提出必要ですか。今回出ますか。無いですか。 

 

〔梅森委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　梅森委員。 

○11番（梅森敬仁君）　これ決算委員会でしょ。よく詳しくわからないんですよ
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っていう資料を出されたって困るじゃないですか。予算でこれからやるのに

いろいろ大変なんだって言うならまだわかるけど、結論出たものについてき

ちんと説明できないんですよ、わかりづらいんですよって説明はあり得ない

と思いますよ。それをわかりやすく説明してくれるのが決算じゃないです

か。私たちそれだったら承認できませんよ。 

単純じゃないですか。この内訳をきちんと分けて、ダブってもいいから。

例えば105ページの（１）（２）（３）であるんだからこの内訳についてこう

ですよってその積算がこの金額ですよっていうのがわかればいいだけの話じ

ゃないですか。 

この決算で説明できないという話にはならないと思いますよ。それをわか

りやすく報告するのが決算じゃないですか。議会側としてはそんなあやふや

なこと言われて認めてくれって言われたって、承認できないじゃないですか。 

 

〔及川町長挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　町長。 

○町長（及川秀一郎君）　ちょっと自分の説明の仕方がまた誤解を生じたのであ

ればお詫びしますが。今、我々が作った資料で説明できると思って作ったの

ですが、それがわかりづらいと言われたものですから、それであれば次年度

決算の時にもっとわかりやすいような、先ほど申し上げた一覧表の工夫だっ

たり各課ごとではなくて事業別予算になっている予算があるから、そちらに

連動する形でわかりやすい資料ができればなおさらいいのかなって。 

今は課別の資料は今回付けさせていただいたので２課に跨がる部分はそ

の２つのページを見ないとならないということなので、そこまでの配慮が今

回は。他の事業であればそういったところはないのですが、地域おこしだけ

課を跨がっているケースというのが多かったものですから。ですからそこを

時間かかって今説明させていただいたので、今年度の分はある程度わかって

いただいたと思うのですが、これからもそれを固定していなくて地域おこし

協力隊も変わっていきますし、任期によって変わってきますから。そこをき

ちんとわかるような資料を、決算だけでなく予算の段階もそうかもしれませ

んが、情報提供させていただければということで先ほどの答弁、今回の答弁

に訂正させていただきますのでご理解いただければと思います。 

〇委員長（鳥越真由美君）　町長、申し訳ありません。今梅森委員とかからいた

だいたのは、今回の部分についてというふうに私は受け止めています。わか

りづらいものとしてこのまま承認ということにはならないと。申し訳ないで

すが明日までに地域おこしって100人もいるわけではないので、課に跨がっ

ていてもどの部分に入っているか。そのいくらなのかというところは、私で

きるんじゃないかなと思うのですけど。事業ごとではなくて隊員ごとでもい

いですので。 
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◎ 　延会宣告 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　大変申し訳ないですが今回、今日ここでそれをお願

いして、ここで皆さんにお諮りしたいのですが。本日の委員会の審査をこの

程度に留めて延会したいと思うのですが、よろしいですか。 

 

〔米川委員挙手〕 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　米川委員。 

○２番（米川恵美子君）　これで留めるのはいいのですが、同じページでまた質

問は引き受けていただけるのかどうか確認しておきます。 

〇委員長（鳥越真由美君）　はい。今のページから始めますので、ここで延会に

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

〇委員長（鳥越真由美君）　異議なしと認めます。したがって本日はこれで延会

することに決定しました。 

なお、委員会は明日31日午前10時に再開しますのでご参集くださいますよ

うお願いします。本日はこれで延会します。お疲れ様でした。 

 

 

 

延会　午後４時５９分 
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